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図3.3-5 E（小規模都市（複数市町村で構成される広域施設組合））検討結果の総括 
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図3.3-6 F（小規模都市（複数市からなる島部））検討結果の総括 
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第４章 廃棄物系バイオマスの利活用システムの導入マニュアルの取りまとめ 

4.1 検討方針 

 廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（詳細版）（以下「詳細マニュアル」とす

る）の目的は、主として市町村等の担当者が行う廃棄物処理施設の整備構想の立案化を

支援するものであるが、検討の際、重要となる 3 要素（分別収集･選別、バイオガス化、

生成物の利用）の最適案を検討できるか、前年度整理した普及に向けた課題解決策（他

のインフラ施設との連携や広域化等）の有効な導入手順となっているかを、市町村等の

担当者の視点で整理することが重要である。そのため、前年度作成した詳細マニュアル

について説明会を利用して市町村等の担当者を中心に意見を収集して確認する。 

また、先行導入市町村等の担当者とのヒアリングを通して、実際に施設を導入した経

験からマニュアルの実用性向上に対する意見を収集し、実例から得られた各種の原単位

等のさらなる精査を行うなど、検討手順を分かりやすく整理する。 

加えて、第 7 章のメタンガス化施設の設計指針（メタンガス化施設整備マニュアル（案）

との整合性に留意しつつ、それぞれのマニュアルが果たす役割（対象者や検討内容等）

を意識した構成となるように検討を行う。 

簡易マニュアルは普及促進を目的として、専門的な知識がなくてもバイオガス化の効

果を簡易な方法で確認でき、詳細な導入検討を行うかどうかを判断する材料として用い

るものである。また、一般市民に対する啓発的な資料として位置付けることもできる。

普及促進のための情報提供が目的であるため、本調査で実施する詳細マニュアルから理

解しやすい内容を厳選して作成を行い、その結果を、第 5 章の Web コンテンツに反映

する。 

 

4.1.1 調査手順 

(1)マニュアル案の精査 

意見収集と同時に、詳細マニュアルについて 1)分かりやすさ（用語、手順、説明）の

向上、2)法制度、通知、他のマニュアル類との整合性の確認から精査を行う。 

①分かりやすさの向上 

マニュアルの分かりやすさを向上させるためには、専門用語の凡例、検討手順等の妥

当性（手戻りがないか、不足の検討事項がないか等）、事例の提示などの視点で精査を

行い、不適切、不十分な箇所は修正を加える。 

②法制度、通知、他のマニュアル類等との整合性の確認 

本年度になって改定、公表された廃棄物並びにエネルギー関連行政の新たな法令、通

知等について整理を行い、必要な修正、追加を行う。具体的には災害廃棄物対策、国の

エネルギーミックスの方針、地球温暖化に対する新たな目標などが公表されている。ま

た、これまで公表されている廃棄物系のマニュアル類の内容も整理し、これらとの整合

性を図る。  
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(2)意見収集の方法 

基本的な考え方に示した項目を確認するための意見収集方法として以下を想定する。 

①利活用促進のための説明会での意見 

②先行導入市町村等の担当者からの意見 

③検討会における委員等からの意見 

 

これらの対象者別にその意見収集の視点とマニュアルへの反映内容を整理すると表

4.1-1 のとおりである。 

まず、利活用促進説明会においては、一般の自治体関係者が出席するため、検討の 3

要素（分別収集･選別、バイオガス化、生成物の利用）別の計画手順の分かりやすさ、

普及に向けた課題（広域化、他のインフラ施設との連携）の解決策について意見を収集

する。 

また先行導入市町村等の担当者からは計画検討時点での苦労した点、住民説明、庁内

調整などで工夫した点や課題の解決方法等を確認する。また合わせて各種設備の計画の

ためのデータ（選別機の性能など）も収集し、事例として記載する内容の精査を行う。 

さらに、検討会において委員等の意見を収集し、ごみ処理全体の視点からの計画プロ

セスを確認する。また、本マニュアルは設計への入力情報を決定するプロセスであるた

め、日本環境衛生施設工業会委員を通じてプラントメーカーに対し設計段階で必要な内

容等についての意見を収集し、それを反映させる。 

 

表 4.1-1 意見収集の視点とマニュアルの反映内容 

 
意見収集の視点 取りまとめの内容 

検討会におけ

る委員等から

の意見 

・ごみ処理全体の視点を踏まえた計画プロセ

スの適切性 

・他のマニュアル類等との整合性 

・収集、処理、処分の全体的

な計画手順の精査を行い、

マニュアルの不足部分、構

成を検討 

先行導入市町

村等の担当者

からの意見 

・計画検討時点において苦労した内容（住民

説明、庁内調整等）、解決した方法 

・制度面などで留意すべき事項 

・設計施工段階及び施設稼働段階で、技術的・

制度的に留意すべき事項 

・選別機、残渣資源化などの運転実績データ

の収集 

・計画、設計、施工の時点で、

技術的制度的な留意すべき

事項の追加 

・実例を基にしたデータの提

示、各種の原単位の地域特

性を考慮した精査 

利活用促進の

ための説明会

での意見 

・検討の 3 要素の最適案を検討できる記述と

なっているか 

・普及に向けた課題の解決策（広域化、他の

インフラ施設との連携等）を検討できるか 

・検討の 3 要素別記述の充実、

普及の課題を解決する検討

手順の充実 

先行導入市町村等の担当者からは、計画時点での留意点における意見収集を行う。 

意見収集先は、環境省の交付金等を利用して導入した市町村等、及び導入へ向けた検

討を実施中の市町村等から選定する。 
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また、現行の詳細マニュアル（案）にはバイオガス種別のバイオガス発生量、必要な

希釈水量、発酵残渣の発生量などの計画策定に参考となる実績データを記載しているが、

そのデータの条件を再度整理した上で、処理方式や地域特性等によるデータの意味付け

を明確にし、マニュアルに反映していく。 

 

(3)マニュアルへの反映手順 

 マニュアルへの反映手順は図 4.1-1 に示すとおりとする。 

 
図 4.1-1 マニュアルへの反映手順 

 

①詳細マニュアル 

 第 1 回検討会ではマニュアルへの修正方針を確認するとともに、検討会委員等からの

意見を収集する。 

次に先行事例の市町村担当者からの意見収集を行い、計画時点での配慮事項を収集す

る。また、マニュアルの「4.利活用案の設定」、「5.利活用システムの検討」に反映させ

るため各種の実績データに関して必要な追加修正を行い、第 2 回検討会でマニュアル修

正案を提示する。そして利活用促進のための説明会における自治体等からの意見を収集

して、マニュアル全体の記述の充実と説明の追加、修正を行った最終案を第 3 回の検討

会に諮り、必要な修正、追加を行って完成させるものとする。 

②簡易マニュアル 

 簡易マニュアルは本業務で検討する詳細マニュアルを精査する過程で整理された先

行導入事例などの情報を盛り込むとともに、マニュアル間の整合性を再度チェックし、

簡易マニュアルを完成させる。  
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4.2 マニュアル案の精査 

4.2.1 検討方針 

 詳細マニュアルの分かりやすさを向上させることを目的に、平成 26 年度に作成した

詳細マニュアル（案）の内容を熟読し、さらなる検討が必要な部分について精査を行う

とともに、必要に応じて修正・追加内容を検討し、マニュアルに反映する。 

 検討方針は表 4.2-1 に示すとおり、分かりやすさの観点と法制度や他のマニュアルと

の整合性の観点から、マニュアル案の精査の視点を設定し、検討会やワーキンググルー

プからの意見を踏まえて、内容の妥当性を確認し、必要に応じて修正・追加を行う。 

 

表 4.2-1 マニュアル案の精査の検討方針 

分かりやすさの観点 法制度や他のマニュアルとの整合性の観点 

数値の妥当性に関する精査 最新の法制度や参考情報に関する精査 

検討手順や内容に関する精査 
他のマニュアルとの整合性（目的、用語等）

に関する精査 

説明会参加者からの意見に基づく精査  
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4.2.2 マニュアル案の精査結果 

(1)分かりやすさの観点からの精査 

1)数値の妥当性に関する精査 

本マニュアルでは、施設整備構想を立案化するうえで、基本的な数値を他のマニュア

ルや参考文献より引用・整理しているが、数値の妥当性や最新情報への更新という観点

から、修正すべき箇所の洗い出しを行い、必要に応じて修正・追加を行う。 

数値の妥当性の観点からのマニュアルへの反映結果は、表 4.2-2に示すとおりである。 

 

表 4.2-2 数値の妥当性に関する精査に基づくマニュアルへの反映結果 

項目 修正・更新すべき意見 マニュアルへの反映 

3.3.(5) 

・メタン発酵残渣は窒素分が多いと

されているので、堆肥需要原単位

として、窒素分基準の例を記載す

ること。 

詳細マニュアル p.39～40【対応①参照】 

・1)消化液の成分を追記し、表 3-12に消

化液の水質濃度の実績を追加した。 

・堆肥原単位の例を、圃場に加えて、野菜・

果物・花卉の例として表 3-14に追加し

た。同表は作物種別の窒素必要量を示し

ており、仮定した堆肥窒素成分より需要

量を算定している。 

4.2.(3) ・メタン発熱量＝37.18MJ/m3を確認 

詳細マニュアル p.48、p.69 

・メタン発熱量＝35.8MJ/Nm3に修正 

※他マニュアルとの整合を図るため、標準

状態(0℃、1気圧)へ換算した単位に修

正 

4.3.(1) 

・図 4-2 廃棄物系バイオマスから

のエネルギー変換の数値の見直

し 

詳細マニュアル p.50【対応②参照】 

・上記メタン発熱量の変更による再計算の

確認及び使用する数値を見直した結果、

廃棄物系バイオマス 1t当たりのエネル

ギー量を変更した。同時に計算過程がわ

かるように注記を追加。 
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5.1.(2) 

・バイオガス化施設の発酵槽の容量

の算出に関する考え方と必要な

情報と追記 

詳細マニュアル p.65【対応③参照】 

・発酵槽の容量の算出に必要となる発酵槽

内の運転固形物濃度と滞留日数に関す

る情報を表 5-4として追記 

・乾式メタン発酵設備は、固形物濃度の高

いバイオマスの処理を行う事が出来る

ため、一般に有機物負荷量が高いので、

滞留日数より、負荷量律速で決まるケー

スが多くなるとの情報を追記した。 

5.1.(2) 

・バイオマス種別のメタンガス発生

効率のうち、草木系廃棄物の数値

が他に比べて低い値となってい

ることから、数値の妥当性につい

て確認。 

詳細マニュアル p.66～67【対応④参照】 

・表 5-5に、草木系廃棄物と紙系廃棄物の

メタン発生効率を修正した。 

・発酵温度別にメタン発生効率が異なるこ

とを明記するとともに、根拠データとし

て参考文献を引用して、図 5-5を追加。 

5.1.(2) 
・加温及び放熱する熱量の熱収支に

ついて 

詳細マニュアル p.72【対応⑤参照】 

・熱収支に発酵槽加温、放熱量、発電廃熱

利用可能量を追加し、発電廃熱の熱収支

の計算方法を追加（⑯～⑲式の追加） 

5.3.(2) 
・地域ごとのガス事業者数の実績を

更新 

詳細マニュアル p.90【対応⑥参照】 

・表 5-18に地域ごとのガス事業者数（2015

年 9月現在）の状況に更新 

5.3.(2) 

・【コラム１】再生可能エネルギー

に関する政策の現状と固定価格

買取制度（FIT）の数値の更新 

 

 

詳細マニュアル p.96【対応⑦参照】 

・コラム中の表-1の再生可能エネルギー

の導入実績、表-2の FIT制度施行後の

新規認定件数、認定容量（それぞれ、2015

年 9月末現在）の数値に更新 

5.3.(2) 

・京都府南丹市では京都大学農学部

等と連携してメタン発酵残渣・液

肥の利活用事例を追記すること。 

詳細マニュアル p.99【対応⑧参照】 

・京都府南丹市の取組みを発酵残渣や液肥

の利用の一例として文章中に追記した。 

5.4.(4) ・財政的支援制度について 

詳細マニュアル p.112 

・設備導入支援の交付金・補助金について

は、マニュアルの性格を考慮して、一過

性のモデル事業による補助金も含まれ

ていたため、情報を精査した。 

注）表中の頁番号・図表番号は、資料編「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」と対応 
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【対応①】メタン発酵残渣の堆肥需要原単位について 

（詳細マニュアル p.39～40） 

・1)消化液の成分を追記し、表 3-12 に消化液の水質濃度の実績を追加した。 

・堆肥原単位の例を、圃場に加えて、野菜・果物・花卉の例として表 3-14 に追加した。

同表は作物種別の窒素必要量を示しており、仮定した堆肥窒素成分より需要量を算定

している。 

表 3-12 メタンガス化施設からの消化液の成分 

 北空知衛生

センター１） 

中空知衛生

施設組合１） 

砂川地区保

健衛生組合
１） 

大木循環セ

ンター２） 

山鹿市バイ

オマスセン

ター２） 

JARUS 美浦

村実験セン

ター２） 

発酵温度 高温 中温 高温 中温 中温 中温 

pH 8.2 8.1 8.0 - 8.4 - 

BOD（mg/L） 7,400 1,880 6,100    

COD（mg/L） 5,900 2,140 5,600    

SS（mg/L） 5,500 4,010 3,150    

NH4-N（mg/L） 2,360 1,350 1,840 1,600 1,500 2,600 

NOx-N（mg/L） 17 11 22 57 44 150 

T-N（mg/L） 3,000 2,010 2,770 2,700 2,100 4,400 

T-P（mg/L） 250 120 155 910 200 1,900 

K（mg/L）    470 2,400 700 

注）JARUS美浦村のデータは、農集排汚泥と生ごみの TS比 1:3の場合を示している。 

出所） 

１）生ごみバイオガス化施設におけるメタン回収量、環境保全性、経済性の検討、谷川登他、廃棄

物･資源循環学会論文誌、Vol.19、No.4、2008. 

 ２）地域資源循環技術センター『メタン発酵消化液の液肥利用マニュアル』（平成 22 年 3 月） 

 

表 3-14 作物別の堆肥需要原単位 

 作物 作型 窒素必要量 

（kg/10a） 

需要量 

（t/10a） 

野菜 

（実野菜） 

トマト 促成栽培 30 1.0 

露地栽培 35 1.2 

キュウリ 促成栽培 44 1.5 

露地栽培 42 1.4 

野菜 

（葉野菜） 

ニラ 促成栽培 75 2.5 

ホウレンソウ  20 0.7 

果樹 ミカン  25 0.8 

ブドウ  8 0.3 

花卉 キク 露地栽培 28 0.9 

促成栽培 25 0.8 

カーネーション 乾田 80 2.7 

注）堆肥の窒素成分を 3％と設定し、作物別の窒素必要量から需要量を算定した。 

（出所）衛生施設工業会提供資料 
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【対応②】廃棄物系バイオマスからのエネルギー変換の数値について 

（詳細マニュアル p.50） 

・上記メタン発熱量の変更による再計算の確認及び使用する数値を見直した結果、廃棄

物系バイオマス 1t 当たりのエネルギー量を変更した。同時に計算過程がわかるよう

に注記を追加。 

 
注）表 5-5のバイオマス種別の固形物量、強熱減量、VS分解率、メタン発生効率より算出 

電気、灯油への換算は発電効率 30％,メタン発熱量 35.8MJ/Nm3,灯油発熱量 36.7MJ/L を用いて算定 

図 4-2 廃棄物系バイオマスからのエネルギー変換 

 

【対応③】発酵槽の容量の算出に関する考え方と必要な情報について 

（詳細マニュアル p.65） 

・発酵槽の容量の算出に必要となる発酵槽内の運転固形物濃度と滞留日数に関する情報

を表 5-4 として追記。 

・乾式メタン発酵設備は、固形物濃度の高いバイオマスの処理を行う事が出来るため、

一般に有機物負荷量が高いので、滞留日数より、負荷量律速で決まるケースが多くな

るとの情報を追記した。 

表 5-4 発酵槽内の運転固形物濃度、滞留日数 

 固形物（TS）濃度（％） 滞留日数（日） 

湿式メタン発酵 10％以下 15日以上 

乾式メタン

発酵 

横型 8～15％ 20日以上 

縦型 15～40％ 20日以上 

注）乾式メタン発酵設備は、固形物濃度の高いバイオマスの処理を行う事が出来る

ため、一般に有機物負荷量が高い。その為発酵槽容量は、滞留時間より、負荷量律

速で決まるケースが多くなる。 

（出所）環境省『メタンガス化（生ごみメタン）施設整備マニュアル』（平成 20 年 1 月） 

上記の資料にメーカーヒアリングによる情報を追加して加筆修正 

乳牛排泄物
1t

豚排泄物
1t

下水汚泥
1m3

生ごみ
1t

メタンガス化

（メタン発酵）
発電機

電気　145MJ （40kWh)

熱　193MJ （灯油5.3L分)

メタンガス化

（メタン発酵）
発電機

電気　197MJ （55kWh)

熱　263MJ （灯油7.2L分)

メタンガス化

（メタン発酵）
発電機

電気　851MJ （236kWh)

熱1134MJ （灯油31L分)

メタンガス化

（メタン発酵）
発電機

電気　71MJ （20kWh)

熱　95MJ （灯油2.6L分)
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【対応④】バイオマス種別のメタンガス発生効率について 

（詳細マニュアル p.66～67） 

・表 5-5 に、草木系廃棄物と紙系廃棄物のメタンガス発生効率を修正した。 

・発酵温度別にメタン発生効率が異なることを明記するとともに、根拠データとして参

考文献を引用して、図 5-5 を追加。 

 

表 5-5 バイオマス種別の強熱減量、VS分解率、メタンガス発生効率 

 

固形物量 

TS 

（kg/kg） 

強熱減量 

VS/TS 

（kg/kg） 

VS 分解率 

（％） 

メタンガス 

発生効率 
（Nm3／ｔ-VS） 

メタン濃度 

（％） 

食品廃棄物 0.2～0.25 0.90～0.95 70～90 450～650 55～60 

紙系廃棄物 0.93 0.96 66 500 55～60 

草木系廃棄物 0.59 0.90 20 500 55～60 

豚排泄物 0.04～0.09 0.70～0.80 45～55 650～750 65～75 

乳牛排泄物 0.07～0.11 0.70～0.85 40～50 450～550 55～70 

下水汚泥（濃縮汚泥） 0.03～0.04 0.80 50 550 57～63 

注）紙系廃棄物、草木系廃棄物のメタン発生効率は発酵温度 55℃の場合である。 

 （出所）1)バイオガス研究会『京都バイオガス化技術実証プラント実証試験報告書』 

2)柚山義人、生村隆司、小原章彦他『バイオマス再資源化技術の性能･コスト評価』（農業工学研究

所技報、No.204、6-13、2006 年） 

3)野池達也編著『メタン発酵』（技報堂出版、2009 年） 

4)下水道新技術推進機構『下水処理場へのバイオマス（生ごみ）受け入れマニュアル』（2011 年 3 月） 

5)李玉友『特別寄稿（招待）メタン発酵技術の概要とその応用展望』（JEFMA、Vol.73、No.8，4-18、2005） 

 

 
（出所）日本有機資源協会『発見！活用！バイ

オマス、バイオマス利活用コーディネーター育

成テキスト』（平成 20 年 3 月） 

 
（出所）（財）クリーンジャパンセンター『有機系

廃棄物再資源化実証プラント実証実験報告書』

（2001 年） 

図 5-5 発酵温度別のメタンガス発生効率 
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【対応⑤】加温及び放熱する熱量の熱収支について 

（詳細マニュアル p.73） 

・熱収支に発酵槽加温、放熱量、発電廃熱利用可能量を追加し、発電廃熱の熱収支の計

算方法を追加（⑯～⑲式の追加） 

 

（追加文章） 

なお、図 5-7 では加温に用いる熱量を発電廃熱から利用するとしているが、加温

及び放熱する熱量の簡易的な計算方法、及び発電廃熱の熱収支は以下のとおりであ

る。 

 ⑯発酵槽の加温熱量は発酵槽の投入量に発酵目標温度（高温発酵は 55℃、中温発

酵は 37℃）から平均気温を減じた値を乗じて算定できる（1t の水を１℃上昇させる

ための熱量は 1Mcal で、これは 4.18MJ であるため熱量単位への換算を要する）。 

 また、⑰発酵槽の放熱量は⑯発酵槽加温熱量の 15～20％程度で近似できる。一方、

⑱発電廃熱利用可能量は、一般的にはバイオガス熱量に発電機の熱回収効率を乗じ

て求められ、この熱回収効率は 30～40％程度とされている。 

そのため、⑲発電廃熱の熱収支は、⑱発電廃熱利用可能量から⑯発酵槽の加温熱

量と⑰発酵槽の放熱量を減じて算定される。 

 

 

⑯ 発酵槽の加温熱量＝発酵槽投入量×（発酵槽目標温度－平均気温）× 4.18 

（MJ/日）    （t/日）     （℃）    （℃） （MJ/℃・t） 
 

⑰ 発酵槽の放熱量＝ ⑯発酵槽の加温熱量×15～20％ 

（MJ/日）     （MJ/日）    （－） 
 

⑱ 発電廃熱利用可能量＝ ⑤バイオガス熱量×発電機の熱回収効率（30～40％） 

（MJ/日）       （MJ/日）     （－） 
 

⑲ 発電廃熱の熱収支＝ ⑯発電廃熱利用可能量－⑯発酵槽の加温熱量－⑰発酵槽の放熱量 

（MJ/日）       （MJ/日）      （MJ/日）     （MJ/日） 
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【対応⑥】地域ごとのガス事業者数の実績について 

（詳細マニュアル p.90） 

・表 5-18 に地域ごとのガス事業者数（2015 年 9 月現在）の状況に更新 

 

表 5-18 地域ごとの都市ガス事業数 

 私営 公営 計 

北海道地区 9 1 10 

東北地区 30 6 36 

関東甲信越地区 74 15 90 

東海北陸地区 10 1 11 

近畿地区 17 2 19 

中国地区 11 1 12 

四国地区 1 - 1 

九州地区 27 - 27 

沖縄地区 1 - 1 

（出所）一般社団法人日本ガス協会『都市ガス事業の現況2015』 

 

 

【対応⑦】再生可能エネルギーに関する政策の現状と固定価格買取制度（FIT）について 

（詳細マニュアル p.96） 

・コラム中の表-1 の再生可能エネルギーの導入実績、表-2 の FIT 制度施行後の新規認

定件数、認定容量（それぞれ、2015 年 9 月末現在）の数値に更新 

 

表－１ 再生可能エネルギーの導入実績    （単位：万kW） 

 導入容量 

移行認定分 

（2015年9月末） 

導入容量 

新規認定分 

（2015年9月末） 

認定容量 

新規認定分 

（2015年9月末） 

太陽光（住宅） 470 352 418 

太陽光（非住宅） 26 1,929 7,558 

風力 253 37 233 

中小水力 21 12 71 

バイオマス 113 34 268 

地熱 0 1 7 

合計 883 2,365 8,555 

  注）「新規認定設備」とは、本制度開始後に新たに認定を受けた設備のこと。導入設備とは買取を始めた設備
をいう。移行認定分とは再エネ特措法（以下、「法」という。）施行規則第２条に規定されている、法の施行

の日において既に発電を開始していた設備、もしくは、法附則第６条第１項に定める特例太陽光発電設

備（太陽光発電の余剰電力買取制度の下で買取対象となっていた設備）であって、本制度開始後に本

制度へ移行した設備をいう。 

(出所)再生可能エネルギー発電設備の導入状況、資源エネルギー庁、2016年1月13日更新 
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表－２ FIT制度施行後の新規認定件数、認定容量（2015年9月末時点） 

  

バイオマス発電設備（バイオマス比率を考慮） 

メタン

発酵

ガス 

未利用 

木質 

一般木質・ 

農作物残渣 
建設廃材 

一般廃棄

物・木質以

外 

合計 

認定件数（件） 119 55 66 3 69 312 

認定容量（kW） 39,967 380,848 1,944,788 11,060 301,551 2,678,214 

 （出所）資源エネルギー庁HP、固定価格買取制度website、2016年1月13日更新 

 

 

【対応⑧】メタン発酵残渣・液肥の利用事例（京都府南丹市）について 

（詳細マニュアル p.96） 

・京都府南丹市の取組みを発酵残渣や液肥の利用の一例として文章中に追記した。 

 

【追記した文章】 

液肥の安全性や肥料としての効果に関する問題を解決するために、公的研究機関と

の連携により、散布の手法や液肥の肥効に関する長年の取り組みを通じて、安全でか

つ肥効の有効性を証明し、農家も信頼して・安心して使用している地域もある。一例

として、京都府南丹市（市長はバイオガス事業推進協議会会長、平成 28 年 3 月現在）

では、産官学（南丹市・（株）大林組・京都府立大学・京都大学）の共同研究として、

液肥利用技術の開発、肥料としての有効性や安全性などを考慮した資源循環利用技術

の開発を行うなど、地元農家も安心して液肥を利用している取り組みが進められてい

る。 

（出典）京都府南丹市『平成 18 年度 先端的技術を活用した農林水産研究高度化事業 メタン発酵消化液

の液肥化による有機資源の循環利用技術の開発』（平成 19 年 3 月） 
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2)検討手順や記述内容に関する精査 

本マニュアルでは、メタンガス化施設の導入促進に向けた整備構想を立案化するため

の情報提供を目的として作成しているが、検討手順や記述内容に誤りや不足している点

がないか、また、誰もが分かり易い平易な記述となっているかという観点から、修正す

べき箇所の洗い出しを行い、必要に応じて修正・追加を行う。 

検討手順や記述内容の観点からのマニュアルへの反映結果は、表 4.2-3 に示すとおり

である。 

表 4.2-3 検討手順や内容に関する精査に基づくマニュアルへの反映結果 

項目 修正・更新すべき意見 マニュアルへの反映 

1.1.(2) 

・「メタンガス化＋焼却方式」（コン

バインドシステムの利点が読み

取れるように、記述の追記が必要 

・バイオガス化技術の特徴と課題と

いう視点での記述の見直し 

詳細マニュアル p.3～4【対応①参照】 

・(2)メタンガス化施設の特徴と課題に変

更し、バイオガス化技術の特徴と課題を

追記した。 

3.3.(5) 
・堆肥や液肥の需要量の算定の部分

に関して、追記が必要 

詳細マニュアル p.39【対応②参照】 

・「堆肥、液肥の需要を算定するためには、

メタンガス化後の消化液の性状を把握し、

都道府県施肥基準や地域の農業普及改良

センター等が作成している施肥ごよみ等

を参考として、・・・」追記した。 

5.1 

・メタン発酵の処理方式は、乾式・

湿式の区分から、処理対処物の種

類や分別方法による区分にすべ

きではないかという議論がある

ので、記載内容の精査が必要 

詳細マニュアル p.58【対応③参照】 

・メタンガスの処理方式に関する記述部分

を加筆・修正した。詳細は、対応③を参

照のこと。 

 

5.2.(2) 

・4）分別収集と機械選別の比較 

分別収集の場合でも、破袋や異物

を選別する設備が必要とするの

で追記が必要 

詳細マニュアル p.85 

・「また同様に分別収集された生ごみにつ

いても、分別収集方法や生成物の資源化

方法に応じて適切な選別機の選定が必

要になる。」を追記した。 

5.2.(2) 

５）発酵対象ごみの性状 

 「メタンガス化＋焼却方式」の場

合のごみ組成比率として、湿重ベ

ースが必要であることを追記 

詳細マニュアル p.86 

・「なお、メタンガス化＋焼却方式におい

ては、マスフロー及び施設規模を検討す

るために、対象ごみの湿ベースでの組成

比率が必要である。」を追記した。 

注）表中の頁番号・図表番号は、資料編「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」と対応 
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【対応①】バイオガス化技術の特徴と課題としての記述 

（詳細マニュアル p.3～4） 

・(2)メタンガス化施設の特徴と課題に変更し、バイオガス化技術の特徴と課題を追記

した。 

（２）メタンガス化施設の特徴と課題 

メタンガス化施設は、廃棄物系バイオマス（食品廃棄物・紙ごみ・汚泥等）を収集し、

嫌気条件下（酸素の無い状態）で微生物の働きによって分解し、メタンガスと二酸化炭

素を含む可燃性ガス（バイオガス）を生成し、燃料や発電・熱源として利用する施設の

ことをいう。 

メタンガス化施設の特徴として、エネルギー回収、環境負荷低減、残渣利活用、経済

性の向上、温室効果ガスの削減が挙げられる。主たる廃棄物系バイオマスである食品廃

棄物（生ごみ）は水分と塩分が多いという特徴がある。廃棄物系バイオマスを焼却発電

等によりエネルギー利用する場合、その水分が廃棄物の熱量を下げてエネルギーの価値

を低減させる。また、塩分は焼却する際に塩化水素を発生させるとともにダイオキシン

類等の有害な物質を生じさせる可能性があるため公害対策が求められるうえ、焼却炉や

ボイラの損傷、腐食をもたらす。このため、生ごみ等については、そのまま焼却するの

ではなく、発酵プロセスを通じてエネルギーをメタンガスとして回収するともに、塩分

の除去や性状の均一化を行うことが有効である。 

また、メタンガス化後の発酵残渣（消化液ともいう）は、生ごみの分別方法によって

は、堆肥として農地に還元するもとも可能であり、窒素等の地域循環の促進に貢献する。 

なお、農地の少ない都市部においては発酵残渣を液肥または堆肥として利用できない

ことが多いため、発酵残渣を脱水後に焼却施設で処理する「メタンガス化＋焼却方式」

（「コンバインド（システム）方式」、「ハイブリッド（システム）方式」ともいう。）

の整備が有効である。特に、可燃ごみを機械選別して、生ごみに加えて紙ごみや草木類

を同時に発酵処理する場合には、発生するメタンガスの増加や焼却施設の施設規模の低

減化が可能である。 

 

なお、検討会の中村委員から、バイオガス化施設の特徴と課題に関連する資料として、

「生ごみ利活用のあるべき姿」と題した資料の提供を受けたことから、次頁以降に資料

を添付する。 
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【対応②】堆肥や液肥の需要量の算定について 

（詳細マニュアル p.3～4） 

・「堆肥、液肥の需要を算定するためには、メタンガス化後の消化液の性状を把握し、

都道府県施肥基準や地域の農業普及改良センター等が作成している施肥ごよみ等を

参考として、・・・」追記した。 

 下記文章の下線部分を修正した。 

 

堆肥、液肥の需要を算定するためには、メタンガス化後の消化液の性状を把握し、

都道府県施肥基準や地域の農業普及改良センター等が作成している施肥ごよみ等を

参考として、農地の作物の必要肥料成分から需要量を算定する必要がある。 

 

 

【対応③】メタン発酵の処理方式について 

（詳細マニュアル p.58） 

・メタンガスの処理方式に関する記述部分を加筆・修正した。 

 

１）メタンガス化の処理方式（p.58） 

なお、ここでの処理方式の分類は従来のマニュアル類の記述に基づいて湿式、乾式に

分類している。この表現は固形物濃度の違いによって分けたものであるが、実際にはそ

の濃度が明確に分けられないこともあり現在では湿式、乾式の分類について見直す動き

が出ている。ただし、本マニュアルでは従来のマニュアルに従ってこの分類に基づいて

両方式の特徴の整理結果を記載する。 

 

２)メタンガス化施設の構成（p.61） 

乾式メタン発酵方式は、異物の混入条件がゆるいことから可燃ごみを機械選別等によ

って発酵槽に投入しごみの分別収集を不要にできること、紙類、剪定枝等もメタンガス

化の原料とできることを特徴としている。一方、湿式メタン発酵はこれまで分別収集後

の生ごみを用いて発酵処理を行うことが多かったが、湿式でも高温処理では紙ごみ等を

発酵させることができることから、対象ごみによる発酵方式の分類は明確ではなくなっ

てきている。また、選別機械の高度化とメタン発酵槽の改良により湿式メタン発酵でも

分別収集を必要せずに処理できる可能性もある。さらに先に示したように、本来の分類

の基準である発酵槽内の固形物濃度も両方式を明確に区分するものでなくなっている

ことから、今後は新たな分類基準による発酵方式が整理されることが期待されている。

以上のことから本マニュアルでは特に湿式、乾式を区別することなく「メタンガス化＋

焼却方式」が利用できるものとして記載する。 
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3)説明会参加者からの意見に基づく精査 

メタンガス化施設の普及促進やマニュアル内容の周知を図るために開催した説明会

において、参加者から出された意見に基づき追記すべき点がないかどうかいう観点から、

修正すべき箇所の洗い出しを行い、必要に応じて修正・追加を行う。 

説明会参加者の意見からのマニュアルへの反映結果は、表 4.2-4に示すとおりである。 

 

表 4.2-4 説明会参加者からの意見に基づくマニュアルへの反映結果 

項目 修正・更新すべき意見 マニュアルへの反映 

1.1.(2) 

 コスト（建設や維持管理）に関す

る視点が重要であるが、具体的な

記述がなされているか。 

詳細マニュアル p.5、p.124 

 バイオマス由来のメタンガス化施設に

ついて、FITの適用や循環型社会形成推

進交付金の嵩上げ措置に関することで、

地方自治体の負担を抑えることができ、

経済的にも有利となることを明記した。 

 建設費や維持管理に係るコストについ

ては、対象廃棄物や他の社会インフラと

の連携及び利活用の方法等によって大

きく異なることから、一般化した数値

（ごみ 1t当たりの単価）は、記載しな

い方針とする。 

 バイオガス化施設を導入した自治体の

建設費をもとに作成した費用関数の一

例を p.124の図 6-3で示している。 

6.2 
 都道府県の役割について明記され

ているかどうか 

詳細マニュアル p.129 

6.2バイオマス利活用計画の策定で計画

策定主体における各主体の役割と対応の

部分で、都道府県の役割は整理済み。 
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(2)法制度や他のマニュアルとの整合性の観点 

1)最新の法制度や参考情報に関する精査 

今年度中に改定、公表された廃棄物並びにエネルギー関連行政の新たな法令等や参考

資料から修正すべき箇所の洗い出しを行い、必要に応じて修正・追加を行う。 

法制度や参考資料からのマニュアルへの反映結果は、表 4.2-5 に示すとおりである。 

 

表 4.2-5 法制度や他のマニュアルとの整合性に基づくマニュアルへの反映結果 

項目 修正・更新すべき箇所 マニュアルへの反映 

はじめに 
最新の廃棄物系バイオマス利活用に

関する法制度について調査 

 平成 27年度中に改定・公表された廃

棄物系バイオマス利活用に関連する

法制度等の状況を整理【対応①参照】 

【地球温暖化対策】 

「日本の約束草案」（平成 27年 7月） 

【循環型社会の形成】 

 食品リサイクル法の基本方針の改定

（平成 27年 4月） 

 廃棄物処理法の基本方針の改定（平成

28年 1月） 

はじめに 
海外でのバイオガス化施設の導入状

況を調査し、状況把握する。 

詳細マニュアル p.1【対応②参照】 

 海外諸国（EU、ドイツ、フランス）や

韓国におけるバイオガス化施設の導

入状況に関する基礎から、エネルギー

利用が大きく進展していることを再

確認し、詳細マニュアルの p.1はじめ

にの第 2段落目に世界の動向に関す

る記述を追記した。 

1.1.(2) 
表 1-2 バイオマス利活用に関する

マニュアル等の発刊状況等 

詳細マニュアル p.6【対応③参照】 

 表 1-2のバイオマス利活用に関する

マニュアル等について、最新情報に修

正 

 検討委員ヒアリングより、メタン発酵

利活用施設技術指針（案）を追記 

 バイオマスエネルギー導入ガイドブ

ック第 4版が発刊（平成 27年 9月） 
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4.4.(2) 
広域化の事例として、北海道の空知

域の例をコラムとして整理 

詳細マニュアル p.53【対応④参照】 

 北海道の空知地域（３組合）の状況を

コラムとして整理。 

資料編 

全国のメタンガス化施設の稼働施設

数を精査するとともに、記載内容と

して、設置者（自治体名、事業者名）、

対象バイオマス（一般廃棄物・産業

廃棄物、事業方式（公設公営・民説

民営・PFI事業等）の精査・追記行

う。 

詳細マニュアル p.135-136【対応⑤参

照】 

 全国のメタンガス化施設の稼働状況

として、下記の条件に合致する施設を

抽出（43施設）し、一覧表として整

理 

 対象バイオマス種と事業方式は、該当

する事業者に対して、電話ヒアリング

により整理した。 

資料編 事例集の充実 

詳細マニュアル p.148-153【対応⑥参

照】 

 防府市の事例を追加 

 メタンガス化施設の導入検討を行っ

ている京都市と鹿児島市の事例も作

成・追加 

注）表中の頁番号・図表番号は、資料編「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」と対応 

 

【対応①】廃棄物系バイオマス利活用に関連する法制度等について 

（詳細マニュアル p.1） 

・平成 27 年度中に改定・公表された廃棄物系バイオマス利活用に関連する法制度等の

状況を整理した。 

【地球温暖化対策】「日本の約束草案」 

 平成 27 年 7 月 17 日に地球温暖化対策推進本部を開催し、「日本の約束草案」を決定 

  →決定した「日本の約束草案」を国連気候変動枠組条約事務局に提出 

（１）国内の排出削減・吸収量の確保により、2030 年度に 2013 年度比 26.0％

減（2005 年度比 25.4％減）の水準（約 10 億 4,200 万 t-CO2）にする。 

（２）エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の

課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによ

る実現可能な削減目標。 
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 2013年度比 （2005 年度比） 

エネルギー起源 CO2 ▲21.9% （▲20.9%） 

その他温室効果ガス 

（非エネルギー起源 CO2、メタン、一酸化二窒素等） 
▲1.5% （▲1.8%） 

吸収源対策 ▲2.6% （▲2.6%） 

温室効果ガス削減量 ▲26.0% （▲25.4%） 

 

【循環型社会の形成】 

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」（平成 27年 4月 7日） 

【基本理念】 

食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るため、

食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階において、食品廃棄物等の発生抑制、食品循

環資源の再生利用又は熱回収、廃棄処分をする食品廃棄物等の減量を推進し、環境への

負荷の少ない循環を基調とする循環型社会を構築していく。 

 

【関係者の取組みの方向性】 

関係者 取組みの方向 

食品関連事業者 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべ

き事項を定める省令（平成 13 年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省・環境省令第４号。以下「判断基準省令」という。）に従って、食品廃

棄物等の分別、適正な管理等を行いつつ、計画的に食品循環資源の再生利用等に取

り組む。 

再生利用事業者及び 

農林漁業者等 

食品循環資源の品質及び安全性の確保に関し必要な情報を食品関連事業者に伝え

るよう努めるとともに、生活環境保全上の支障を生じないよう必要な措置を講じつ

つ、利用者のニーズに適合する品質及び量の特定肥飼料等の製造を行う。農林漁業

者等は食品循環資源の再生利用の重要性を理解し、特定肥飼料等の一層の利用に努

める。 

消費者 

消費者は商品選択の意思決定を通じて食品関連事業者による食品循環資源の再生

利用等に関して重要な役割を担っており、食品循環資源の再生利用等の推進に当た

って消費者の行動変革が重要である。消費者は自らの食生活に起因する環境への負

荷に対する理解を深め、食品を消費する各段階において食品廃棄物等の発生の抑制

に努めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等についての積

極的な取組への理解を深め、その取組への協力に努める。 

食品関連事業者以外の食品

廃棄物等を発生させる者 

学校給食用調理施設、公的機関の食堂等において自ら食品廃棄物等を発生させる食

品関連事業者以外の者等も、食品関連事業者の取組に準じて、食品循環資源の再生

利用等を促進するよう努める。 
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国 

食品関連事業者に対する指導、勧告等の措置を適確に実施する 

とともに食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な情報提供等に努める。

また、地方公共団体と連携を図り、地域における食品循環資源の再生利用等を促進

する上での参考となる事項等を示す。 

地方公共団体 

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、地域における食品関連

事業者、再生利用事業者及び農林漁業者等の連携を図ること等により、食品循環資

源の再生利用等を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

特に、市町村は、管内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有するものとして、環

境保全を前提としつつ、食品循環資源の再生利用等が地域の実情に応じて促進され

るよう必要な措置を講ずるよう努める。 

 

【食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等実施率の新たな目標値（平成 27 年

度から平成 31 年度まで）】 

 

 新目標値 現行の目標値 

食品製造業 95％ 85％ 

食品卸売業 70％ 70％ 

食品小売業 55％ 45％ 

外食産業 50％ 40％ 

 

【主な取組み】 

・食品廃棄物等の発生抑制の目標値に基づく業種別の取組の促進、目標値が設定されて

いない業種についての目標値の設定等の発生抑制促進策を引き続き検討 

・食品ロス削減に関わる様々な関係者が連携したフードチェーン全体での食品ロス削減

国民運動を展開 

・食品循環資源の再生利用について①飼料化、②肥料化（メタン化の発酵廃液等を肥料

利用する場合を含む。）、③メタン化等の飼料化・肥料化以外の再生利用の順に推進 

・食品循環資源の再生利用としてペットフードの製造を行う際には、愛がん動物用飼料

の安全性の確保に関する法律等の基準及び規格に適合させる 

・食品循環資源の再生利用手法を幅広く検討 

・関係者のマッチングの強化による食品リサイクルループの形成を促進 

・地域の実情に応じて食品循環資源の再生利用等の促進に関する取組が促進されるよう、

市町村の定める一般廃棄物処理計画において適切に位置付け 

・定期報告について都道府県別のデータを求め集計情報を都道府県に提供 
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「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ための基本的な方針」（平成 27年 4月 7日） 

 

【廃棄物の排出量、再生利用率、最終処分量の目標量について】 

 一般廃棄物 産業廃棄物 

排出量 
約 12％削減 

（平成 24年度比） 

増加を約３％に抑制 

（平成 24年度比） 

再生利用量 
約 21％（平成 24年度）から 

約 27％に増加させる 

約 55％（平成 24 年度）から 

約 56％に増加させる 

最終処分量 
約 14％削減 

（平成 24年度比） 

約１％削減 

（平成 24年度比） 

 

【廃棄物系バイオマスの利活用の促進に関する主な変更点】 

項目 内容 

一般廃棄物の減

量化の新たな目

標量 

 第 3次循環基本計画の目標設定のために用いられた考え方との整合性等に配

慮しつつ、一般廃棄物については、現状（平成 24 年度）に対し、平成 32年

度において、排出量を約 12%削減し、排出量に対する再生利用量の割合を約

21%から約 27%に増加させるとともに、最終処分量を約 14%削減。 

 また、国民にとって身近な目標として、平成 32 年度において、1人 1日当た

りの家庭系ごみ排出量を 500g に削減。 

廃棄物エネルギ

ー利用の観点か

らの目標 

 一般廃棄物処理施設整備に関して、「焼却された一般廃棄物量のうち発電設

備が設置された焼却施設で処理されたものの割合」を新たな目標に掲げ、現

状（平成 24 年度、約 66%）に対し、平成 32年度において、約 69%に増加。 

減量化の目標量

の達成に資する

取組目標 

 家庭から排出される食品廃棄物に占める食品ロスの割合を調査したことが

ある市町村数について、現状（平成 25 年度、43市町村）に対し、平成 30年

度において、200市町村に増大。 

各種リサイクル

制度の進展等を

踏まえた対応 

 市町村の役割として、食品循環資源の再生利用等に関し、民間事業者の活

用・育成や市町村が自ら行う再生利用等の実施等について市町村が定める一

般廃棄物処理計画において適切に位置づけるよう努めることを追記。 

 一般廃棄物の処理体制の確保として、事業系食品廃棄物に関し、排出事業者

が自ら積極的に再生利用を実施しようとする場合に、民間事業者の活用も考

慮した上で、適切な選択肢を設けることが必要であることを追記。 

循環型社会と低

炭素社会の統合

的実現 

 基本的な方向として、エネルギー源としての廃棄物の有効利用等を含め、循

環共生型の地域社会の構築に向けた取組を推進することを追記。 

 国の役割として、廃棄物エネルギーの地域での利活用促進の取組を更に進め

ていくことなどを追記。 

技術開発及び調

査研究の推進 

 廃棄物系バイオマスの利活用について、先進的・先導的な技術開発及び調査

研究をより一層推進していくことを追記。 
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【対応②】海外でのバイオガス化施設の導入状況について 

（詳細マニュアル p.1） 

・海外諸国（EU、ドイツ、フランス）や韓国におけるバイオガス化施設の導入状況に

関する基礎から、エネルギー利用が大きく進展していることを再確認し、詳細マニュ

アルの p.1 はじめにの第 2 段落目に世界の動向に関する記述を追記した。 

 

 検討会にて調査した諸外国のバイオガス化の動向に関する調査結果を以下に示す。 

 

諸外国のバイオガス化の動向 

(1)はじめに 

 各国の廃棄物系バイオマスの利活用については、1992 年国連環境開発会議で採択さ

れたアジェンダ 21 で提唱された持続的発展・循環型社会の実現への取り組みが動機と

なっている。各国で資源枯渇や地球温暖化抑制に関わる化石エネルギー依存体制からの

脱却のために、「再生可能性 Renewable」、「炭素中立性：Carbon-Neutrality」の特徴

を持つグリーンエネルギー（バイオマスを原料としたエネルギー）が着目されている。

同時に廃棄物系バイオマスや未利用バイオマスの利活用は、地域産業の農林・畜産業や

廃棄物処理業などの既存地域産業活性化、新たな戦略的産業の育成、雇用創出という相

乗効果も期待されているのは我が国と同様である。 

 バイオガス化については、欧州連合（EU：European Union）を中心に各種原料を

用いたエネルギー利用が行われており、この 10 年でのエネルギー利用は急速に進んだ。

ごみ処理と再生可能エネルギーに係る EU 指令、さらに EU をリードしているドイツで

の導入が顕著である。一方、アメリカもエネルギー政策の一環でバイオマス等の再生可

能エネルギー利用を進めているが、RPS や FIT などの支援策にしても連邦レベルでの

施策の展開はなく、州レベルでの施策の実施にとどまっている。 

 

1)欧州 

 欧州は EU に加盟している国を対象に、EU 指令を中心とした各種の方針を提示して

いる。これまでに温暖化対策や化石エネルギー依存度低減に関連する廃棄物・バイオマ

スの利活用促進に関わる多数の指令や基準が発令されている。 

① 埋立地指令 (1999/31/EC) 

② 廃棄物指令（2008/98/EC）- 

③ 再生可能エネルギー促進指令（2009/28/EC） 

①の埋立地指令(1999/31/EC)は、生ごみをそのままで埋立地に投棄することを禁じた

ものである。具体の内容は下記の通り指示されている。 

「加盟国は 2001 年までにこの指令に沿った国内法を整備しなければならない。指令

が発効してから５年以内に、その埋立量を 1995 年またはそれ以前の標準化された
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Eurostat（Statistical Office of the European Communities）のデータが入手出来る最

新の年に発生した生分解性都市廃棄物の総重量の 75%に抑制すること。公布後８年以

内に埋立量を生分解性都市廃棄物の総重量の 50%に抑制すること。公布後 15 年以内に

埋立量を生分解性都市廃棄物の総重量の 35%に抑制すること。」 

 

②の廃棄物指令（2008/98EC）は廃棄物の減量化、適正処理に関わる方針や数値目標

を設定している。この指令ではバイオ廃棄物（Bio‐Waste）に関して EU 加盟国は次

のことを達成する措置を取ることが求められている。 

  ●コンポスト化あるいは消化に適した分別収集 

  ●高いレベルの環境保全を満足する方法による処理 

  ●バイオ廃棄物から製造された環境安全な物質の使用 

そして③の再生可能エネルギー指令（2009/28/EC）は、再生可能エネルギーの促進

を目指すもので、2020 年までに EU 全体でエネルギー消費総量の 20％を再生可能エネ

ルギーが占めることを目標としている。また各国の状況の違いを考慮して加盟国に異な

る目標値が設定されている。そして、各国に国会再生可能エネルギー行動計画

（NREAP：；National Renewable Energy Action Plan）の作成と提出を義務付けて

いる。 

この政策により、再生可能エネルギーのうちのバイオガス化は生ごみを埋立地に投棄

する量を減らし、バイオガスというエネルギーとして利用できることから、極めて政策

に合致したものとして脚光をあびた。 

その結果、付図 1-1 に示すようにバイオガス生産量は 2004 年から 2013 年まで約 3

倍の伸びを示すに至った*1)。 

本統計資料におけるバイオガス原料は 3 つの種類があり、①埋立地からの直接ガス回

収、②下水汚泥、③その他のバイオガスである。その他のバイオガスについては、廃棄

物系の生ごみを扱う食品加工業のバイオガス化、家庭系廃棄物のバイオガス化に加えて、

農場のバイオガス化（畜産ふん尿などのスラリー、作物残渣、エネルギー穀物）がある。

下図（左）に示すように埋立地、下水汚泥からのバイオガス生産量は横ばいか減少傾向

にあり、その他のバイオガスが大幅に生産量を増やしている。その他のバイオガスの増

加率は実に約 17 倍となっている。 

また、バイオガスを用いた発電量を付図 1-1（右）に示す。発電量については、その

プラントの熱利用が発電のみであるか、CHP（熱電併給）かの内訳も示しており、近

年は CHP が増加してきていることが分かる。 
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（１） バイオガス生産量（石油換算） 
注）バイオガス生産量を石油換算して ktoeで表示 

 
（２）バイオガスによる発電量 

 

付図 1-1 欧州連合のバイオガス生産量、発電量の推移 

 

バイオガス化プラント数については、2014 年に発表された統計値では EU 全体で

14,000 基のバイオガス化施設が設置されていると報告されている。その大半をドイツ

が占めており、次いでイタリア、スイスの順となっている。 

また、EU ではバイオガスを生成してメタンガスとして直接利用するバイオメタン施

設も設置されている。その施設数はドイツで 151 基、スウェーデン 53 基、オランダ 23

基となっており、2020 年には 2012 年の約 10 倍、2030 年には約 30 倍の供給能力を持

つと予測されている。将来供給が増加すると予測されているのは天然ガスグリッドへの

注入であり、EU では各国の関係者が集まって天然ガスグリッドに注入するための基準

を設定している。 

 
 

2)ドイツ 

ドイツにおける近年のバイオガスの生産、発電の動向を付図 1－2 に示す。ドイツの

この10年間のバイオガス生産量は2004年の1,300 ktoe（石油換算）から2013年の6,700 

ktoeまで 5 倍以上の増加を示している*1)。 

バイオガス化の原料別には、埋立地のガス直接利用、下水汚泥は少なく、近年は減少

傾向であるのに対し、その他（エネルギー作物、都市ごみ等）の生産量は 2004 年の

350ktoeから 2013 年の 6,200ktoeまで約 18 倍の増加となっている。 

また発電量についても 2004年の 4,400GWhから 29,000GWhまで約 7倍の増加とな

っている。 
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（１） バイオガス生産量（石油換算） 

注）バイオガス生成量を石油換算して ktoeで表示 

 
（２）バイオガスによる発電量 

付図 1-2 ドイツのバイオガス生産量、発電量の推移 

 

ドイツではこれまでの再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT : Feed-In Tariff）

等の支援もありバイオガス化プラントが下図のように大幅に伸びてきた結果、2014 年

末にはプラント数は 7,980 基、発電容量は 3,840MW に達する見込みである*2)。 

推移経緯を見ると、2009 年～2011 年にかけては、原材料調達リスクに対応すべく

FIT が見直され結果、プラントメーカーの受注は回復し建設が進んだ。また、発電事業

者のビジネスモデルの変更（エネルギー作物による大型プラントから、糞尿処理を主体

とする中小規模への移行や大規模事業者は売電事業からガス供給事業への転換を指向）

の動きが見られている。2012 年以降、各種ボーナスの廃止と年間新設総量規制（100MW）

により、プラント建設は再び急減しており、今後も 2017 年からの入札制度への移行を

規定する法改正（EEG2016 案）を控え、業界団体には危機感があると言われている 3)。 

 

 
（出所）German Biogas Association (2014)等 

付図 1-3 ドイツのバイオガス化プラント数の推移 

  

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

B
io

ga
s 

en
er

gy
 o

u
tp

u
t 

(k
to

e)

other biogas

Sewage Sludge

Landfill Gas

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

B
io

ga
s 

e
n

e
rg

y 
o

u
tp

u
t 

(k
to

e
)

CHP plants

Electricity only plants



102 

 

付図 1-4 バイオガスプラント新設数の推移（2015/11 時点） 

 

またバイオメタン施設についても積極的に手厚い政策支援が実施されている。2008

年にバイオガスのグリッド供給促進法を成立させ、2030 年度に同国の天然ガス消費量

の 10％をバイオガスに代替する目標を設定している。付図 1-5 に示すように、バイオ

メタンの施設数も増加しており、2014 年 6 月末時点でバイオメタンの施設数は 151 基

あり（他の統計では 160 とも言われている）、その生産量は 1 時間当り約 9 万 3,650Nm3

である。バイオメタンの供給量は 2011 年の 2 億 7,500 万 m3/年（256,084toe）から 2012

年には 4 億 1,300 万 m3/年（384,591toe）、さらに 2013 年には 5 億 2,000 万 m3/年

（484,230toe）と上昇した*1),4)。 

 
（出所）IEA Bioenergy Task37 Country Report Germany(2014) 

2014 年は BioGas Barometer 2014、EurObserv’ER 

付図 1-5 ドイツのバイオメタンの施設数の推移 

（出所）Branchenzahlenprognose 2014/2015, Fachverband Biogas e.V. 
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現在、バイオメタンは主要なバイオガス由来のエネルギーの 7.2％を占めている。バ

イオメタンの生産のために使われた原料の内訳は、トウモロコシ 59.6％、他のエネル

ギー作物 16.3％、スラリー12.3％、都市ごみ等の廃棄物系バイオマスが 7.9%となって

いる。 

近年の施策の動きについては、2011 年 3 月の福島原発の事故以降、ドイツ政府は

Energeiewende と呼ばれるエネルギーシステムに移行することを決定した。2022 年ま

でに原子力を解消していく法律、再生可能エネルギー法が 2014 年 8 月に発効した

(EEG2014)。さらにドイツ政府は 2022 年までの原発廃止に加えて、2025 年までに再

生可能エネルギーの割合を 40 〜45 %に、2035 年までに 55 〜60 %にすることも決定

した*5)。 

このように再生可能エネルギーが増加してきた結果、エネルギー生産にかかるコスト

が上昇してきており、ドイツではこれまでの政策を普及促進からエネルギーコストの削

減やコストの公平な分担といった政策に移行しつつある。改正 EEG2014 によると、主

要な改正点は以下の通りとなっている*5。 

・再生可能エネルギー導入の新たな目標設定 

・電力市場への再生可能エネルギーの統合 

・新しい資金調達手段としての入札 

・コストの適切な配分 

・自己消費への新たな規制 

これまで再生可能電力については、FIT（固定価格買取制度）と低金利融資によって

支援されてきたが、今後は入札手続きが実施される予定である。一方、再生可能熱利用

は、再生可能熱利用法(EEWarmeG)、市場誘導プログラム(MAP)、輸出コントロール

(BAFA)、低金利融資によって引き続き支援される。 

 

 

3)フランス 

フランスのバイオガス生産量、発電の実績を付図 1-6 に示す。ドイツに比して量的に

は大きくないが、バイオガス生産量は 2013 年に 454 ktoe（速報値）で前年比 17％増加

している。生産量の大部分は埋立地から発生するバイオガス由来となっているが、その

多くは未利用のまま貯留されている。 

また発電量は 2013 年で 1.5 億 kWh に上昇し、この 10 年で 3 倍となっている。これ

は熱基金（heat fund）、電力の固定価格買取制度（FIT）、などの主要な公的支援措置

によるものである*1)。 

バイオガスの発電電力に対する固定価格買取制度は 2011 年に導入された。それらは

設置容量に応じて基本料金が kWh 当たり 0.1119 ユーロから 0.1337 ユーロ（15 円～18

円、1 ユーロ 135 円換算）の範囲内で設定されており（kWh 当り 0～0.04 ユーロのエ

ネルギー効率プレミアと kWh 当り 0～0.026 ユーロの畜産排水プレミアが設定されて
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いる）、価格の上限は kWh 当り 0.20（27 円）ユーロである。 

 
 

 
（１） バイオガス生産量（石油換算） 

注）バイオガス生成量を石油換算して ktoeで表示 

 

 
（２）バイオガスによる発電量 

付図 1-6 フランスのバイオガス生産量、発電量の推移 

 

フランスはまた、非有害廃棄物から発生するバイオメタンをガス事業の導管に注入す

る施設に対しても FIT を導入した。価格は施設規模に応じた kWh 当り 0.45 から 0.95

ユーロ（61～128 円）の範囲となっている。他の導管注入のためのメタン化施設は、原

料の性質に基づいてプレミアを算出することができ、設置サイズに合わせ kWh 当り

0.64 から 0.95 ユーロ（86～128 円）の範囲で適用される。 

環境大臣は、今後 3 年間で 1,500 メタン化施設プロジェクトを立ち上げる方針を持っ

ている。政府はまた、天然ガスグリッドにバイオメタン注入のための入札を出して、徐々

に再生可能なガスのシェアを拡大することを計画している。 

 

 

4)米国 

オバマ大統領はエネルギー政策について、様々なエネルギー源をバラ ンスよく活用

し、エネルギーの海外依存度を減少させる“all-of-the-above strategy”と呼ばれるエネル

ギー戦略の下、再生可能エネルギーを含むクリーンエネルギーの開発を積極的に進めて

いる。 

連邦政府は現在のところ主に新規導入プロジェクトに対する税控除や債務保証によ

り再 生可能エネルギーを支援しており、2009 年に成立した景気対策法「2009 年米国

再生・再投 資法」では再生可能エネルギーやその他のクリーンエネルギーの導入を支

援する大規模な 財政支出が規定された。 

米国では RPS や FIT 等の再生可能電力を促進するような制度は、連邦レベルでは制

定、 実施されていないが、クリーンエネルギー導入基準（CES）を含む連邦での気候

変動対策の確立を目指している。 

2012 年 6 月現在、30 の州・特別区において RPS 制度が 実施され、調達義務を伴わ
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ない自主的な導入目標として RPG（Renewable Portfolio Goal) を導入している州も 8

州ある。また、FIT 制度については RPS 制度を補完する形で採用する州が増えており、

2011 年 4 月現在において、5 州（5 州：カリフォルニア、ハワイ、ルイジアナ、オレゴ

ン、バーモント州）において採用されている*7）。 

廃棄物政策については、2009 年埋立処分場ガスと廃棄物エネルギー回収をふくむ再

生可能物からの電力への税制控除およびこれらの回収事業活動に対する交付金付与を

目的とする Recover & Reinvestment Act of 2009 に署名、環境保護庁（EPA）は埋立

処分場や廃棄物エネルギー回収施設に対し、温室効果ガス排出状況の EPA 報告義務を

求める規則を発効した。EPA の報告によると、2009 年現在畜産系 140 基、今後食品廃

棄物等の有機性資源を入れるよう EPA などで働きかけている*6)。 

 

5)韓国 

①廃棄物関連法令*8),9) 

 韓国における廃棄物・リサイクル関連の基本法令は、付表 1-1 に示すとおりである。 

 1986 年の廃棄物管理法の設定（1991 年に全面改正）、1992 年「資源の節約と再活用

の促進に関する法律」（2003 年に「資源の節約と再活用の促進に関する法律」に改正）

の制定により、廃棄物・リサイクルに関する管理体系が構築されている。 

 

付表 1-1 廃棄物・リサイクル関連の基本法令 

法令 概要 

廃棄物管理法（1986） 
廃棄物分類基準、廃棄物処理基準、廃棄物処理計

画などを規定 

資源の節約と再活用促進に関する法律

（1992） 

包括的リサイクル政策の方向、預置金制度、廃棄

物賦課金制度などを規定 

廃棄物の国家間移動及びその処理に関する

法律（1994）/ 
「バーゼル条約」の国内履行を目標として制定 

廃棄物処理施設設置及び周辺地域支援等に

関する法律（1995） 

NIMBY 現象に対応するために制定。廃棄物処理施

設選定の際、地域住民の参加などを規定 

首都圏埋立地管理公社の設立および運営に

関する法律（2000.2.21） 

首都圏埋立地管理公社の設立と運営とについて

規定 

建設廃棄物のリサイクル促進に関する法律

（2003.12.31） 

建設廃棄物の減量および適正処理や 

再生骨材の使用促進などを規定 

電気・電子製品及び自動車の 

資源循環に関する法律(2007) 

電気・電子製品および廃車におけるリサイクルの

義務化、製品に含まれる有害物質の使用制限製品

および含有基準の設定、電気・電子製品販売業者

の廃棄製品および包装材の回収義務化 
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②廃棄物処理量の推移*9) 

ア 廃棄物全体 

 平成 12～平成 25 年度までの廃棄物（指定廃棄物は除く）の推移は付図 1-7 に示すと

おりで、廃棄物の総量は建設廃棄物の増加に伴い、年々増加傾向を示している。 

 生活系廃棄物はわずかながら増加傾向を示しているものの、1 人 1 日当たりの排出量

は微減となっている。 

 

 

付図 1-7 廃棄物発生量の推移 

 

 廃棄物全体の処理状況は、付図 1-8 に示すとおりで、年々処理量は増加傾向を示して

いるが、処理の内訳を見ると、直接埋立の割合が大きく減少し、リサイクル率が拡大し

ていることがわかる。 

 

 

付図 1-8 廃棄物全体の処理状況の推移 
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イ 生活廃棄物 

 生活廃棄物全体及び生ごみの処理状況は、付図 1-9 に示すとおりで、生活廃棄物の増

量は微増を示しているが、平成 15 年度（2003 年度）以降、埋立量が減少傾向を示して

いる。 

これは、2005 年に『生ごみの直接埋立禁止法』（生ごみの分別排出義務を国民に課し、

市以上の地域に生ごみの搬入を禁止するといった内容）が制定されたことで、生ごみの

直接埋立量が大幅に減少し、生ごみの分別排出により飼料化や堆肥化等のリサイクル量

が大幅に増加し、生ごみのリサイクル率は約 96％に達している。 

なお、『生ごみの直接埋立禁止法』は、埋立処分場の近隣住民によって、悪臭や環境

汚染を防止するために、生ごみの搬入に対する反対運動が起こったことが契機となって

いる。 

 

付図 1-9 生活廃棄物（上）及び生ごみ（下）の処理量の推移  
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③生ごみ等の処理施設の整備状況*11) 

 2013 年 12 月 31 日現在の食品廃棄物の処理施設の一覧表をもとに、資源化施設の内

訳を集計した。集計結果は付表 1-2 に示すとおりで、総施設数は 240 施設で、うち、飼

料化は 119 施設で処理能力は 10,762t/日、堆肥化施設は 82 施設で処理能力は 5,162t/

日、その他（バイオガス化、減量化施設等）は 39 施設、処理能力は 2,352t/日となって

いる。 

付表 1-2 食品廃棄物の処理施設の内訳 

 

   注）堆肥化と飼料化の両方に該当する施設は飼料化としてカウントした。 

 

④バイオガス化施設の整備状況*12) 

 韓国国内のバイオガス化施設の整備状況は付図 1-9 及び付図 1-10 に示すとおりで、

平成 25 年度現在、バイオガス化施設は 61 施設稼動している。 

内訳を見ると、下水汚泥によるバイオガス化施設が 20 施設と最も多く、食品廃棄物

は 4 施設となっている（併合処理のうち、7 施設において残飯も対象物として取り扱っ

ている）。 

また、バイオガス化施設の処理能力は付図 1-11 に示すとおりで、平成 25 年度現在

48,356t/日で、食品廃棄物を対象とした施設能力は 629t/日となっており、増加傾向を

示している。 

 

 

付図 1-10 バイオガス化施設の推移 

施設数 処理能力（t/日） 計
公共 民間 公共 民間 施設数 処理能力

堆肥化 46       36       2,461   2,701    82       5,162   
飼料化 22       97       3,142   7,620    119     10,762  
他 32       7         2,141   211      39       2,352   
計 100     140     7,744   10,531  240     18,275  
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付図 1-11 バイオガス化施設の処理能力の推移 

 

 また、平成 25 年度及び平成 26 年度のバイオガスの生産量及び用途別利用量の実績

は付表 3-3に示すとおりで、平成 26 年度のバイオガスの生産量は 248,805 千 m3/年で、

そのうち、有効に利用された量は 176,024 千 m3/年で、利用率は約 71％となっている。 

利用量の内訳を見ると、発電は 32,408 千 m3と、利用量の約 18％であり、残りはガ

スとして外部供給や施設内で利用している。 

なお、食品廃棄物を対象とした施設のバイオガスの生産量は大幅に増えているが、利

用率は、平成 25 年度の 87.1％から平成 26 年度は 27.5％と大きく減少している（理由

は、新規施設の運用上の問題ではないかと推察）。 

 

付表 1-3 バイオガスの生産量及用途別利用量 
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平成25年度実績 千m3/年

計 発電 外部供給 場内利用

合計 205,435 158,549 27,925 27,210 103,415 46,885 77.2%

食品廃棄物 11,962 10,421 6,835 2,867 719 1,541 87.1%
廃水汚泥 29,608 19,151 3,635 622 14,894 10,457 64.7%
家畜ふん尿 1,744 1,569 1,334 235 175 90.0%
下水汚泥 71,413 56,270 7,610 3,571 45,089 15,143 78.8%
併合処理 90,708 71,138 8,511 20,150 42,478 19,569 78.4%

利用率生産量
用途別利用量

未利用量

平成26年度実績 千m3/年

計 発電 外部供給 場内利用

合計 248,805 176,024 32,408 31,689 111,927 72,781 70.7%

食品廃棄物 28,262 7,758 4,817 2,011 930 20,504 27.5%
廃水汚泥 43,759 26,541 6,195 6,194 14,152 17,218 60.7%
家畜ふん尿 522 363 205 158 159 69.5%
下水汚泥 77,093 63,293 8,826 3,255 51,212 13,800 82.1%
併合処理 99,169 78,069 8,511 20,150 42,478 21,100 78.7%

利用率
用途別利用量

未利用量生産量
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【対応③】バイオマス利活用に関するマニュアル等の発刊状況等について 

（詳細マニュアル p.6） 

・表 1-2 のバイオマス利活用に関するマニュアル等について、最新情報に修正 

・検討委員ヒアリングより、メタン発酵利活用施設技術指針（案）を追記 

・バイオマスエネルギー導入ガイドブック第 4 版が発刊（平成 27 年 9 月） 

 

表 1-2 バイオマス利活用に関するマニュアル等 

名称 監修・編集 年月 主管省 

メタン発酵利活用施設技術指針（案） 
農林水産省農村振興局整備部

農村整備課 
2005年 8 月 農水省 

ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006

改訂版、 
全国都市清掃会議 2006年 4 月 環境省 

メタンガス化（生ごみメタン）施設整備

マニュアル 

環境省大臣官房廃棄物･リサ

イクル対策部廃棄物対策課 
2008年 1 月 環境省 

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マ

ニュアル 
同上 2014年 3 月 環境省 

市町村バイオマス活用推進計画検証マニ

ュアル骨子案 

農水水産省食料産業局バイオ

マス循環資源課 
2011年 3 月 農水省 

都道府県・市町村バイオマス活用推進計

画作成の手引き 

農林水産省食料産業局バイオ

マス循環資源課 
2012年 9 月 農水省 

バイオマスエネルギー導入ガイドブック

第 4版 

国立研究開発法人 新エネル

ギー・産業技術総合開発機構 
2015年 9 月 

経済 

産業省 

バイオソリッド利活用基本計画（下水道

汚泥処理総合計画）策定マニュアル 
日本下水道協会 2004年 

国土 

交通省 

 

【対応④】広域化の事例（北海道空知地域）について 

（詳細マニュアル p.53） 

・北海道の空知地域（３組合）の状況をコラムとして整理。 

 

 コラムの内容は、次頁を参照のこと。 
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【コラム】 広域化の事例（空知地域の事例） 

 空知地域は、北海道の中央からやや西側の内陸部にある 10市 15町で構成されている

道央エリアで、北空知・中空知・南空知の３地域に細分されており、産業は、道内有数

の米作をはじめ、農業の盛んな地域である。 

 空知地域の廃棄物処理は、北海道が平成 9 年 12 月に策定した「ごみ処理の広域化計

画」に基づき、平成 10年 3月に中・北空知管内 6市 10町による「ごみ処理広域化検討

協議会」を設立し、中・北空知地域ごみ処理広域化計画を策定し、平成 15 年度からご

みの広域処理が行われている。 

ごみ処理広域化計画では、中・北空知を３ブロックに分け、可燃ごみを民間施設の廃

棄物処理施設に搬入する方針となった（現在、広域連合が設置した処理施設に、可燃ご

みを運搬・搬入、処理）。 

 民間施設の委託条件として、搬入車の混雑緩和のための中継施設の設置、生ごみは引

き取り対象外となったため、可燃ごみの中継施設と生ごみを処理するための施設を整備

する必要となった。 

 生ごみの資源化方法として、高速堆肥化処理が考えられたが、地域周辺は水田地帯で、

大量に発生する堆肥の利用先の確保が困難であったことから、生ごみを処理するための

生ごみメタンガス化施設を整備することになった。 

施設稼動から約 12 年が経過しているが、大きなトラブルはなく、順調に稼動してき

ている。今後は、大規模改修を行うことで、平成 45年度頃（稼動から 30 年程度）まで

運転していく予定とのこと。（中空知衛生施設組合ヒアリング結果より）。 

設置主体 北空知衛生センター組合 中空知衛生施設組合 砂川地区保健衛生組合 

構成市町村 
深川市、妹背牛町、 

秩父別町、北竜町、沼田町 

滝川市、芦別市、赤平市、

新十津川町、雨竜町 

砂川市、歌志内市、奈井江

町、上砂川町、浦臼町 

施設名称 北空知衛生センター 
中空知衛生施設組合 

リサイクリーン 

砂川地区保健衛生組合 

廃棄物処理施設 

クリーンプラザくるくる 

使用開始年月日 平成 15年 4月 1日 平成 15年 8月 1日 平成 15年 4月 1日 

建設費 937百万円 1,722百万円 957百万円 

国庫補助額 

148百万円 

（環境省：廃棄物循環型社

会基盤施設整備補助金） 

297百万円 

（環境省：廃棄物処理施設

整備国庫補助費） 

149百万円 

（環境省：廃棄物循環型社

会基盤施設整備補助金） 

処理方式 高温発酵方式 中温発酵方式 高温発酵方式 

発酵槽 コンクリート製角形発酵槽 円筒竪型 BIMA発酵槽 円筒竪型発酵槽 

処理能力 16t/日 55t/日 22t/日 

対象廃棄物 一般廃棄物の生ごみ 
一般廃棄物の生ごみ 

（一部農業系も受入） 

一般廃棄物の生ごみ 

（一部農業系も受入） 

発生ガス用途 

発電（場内利用のみ） 

熱利用（発酵槽加温、ロー

ドヒーティング） 

発電（場内利用のみ） 

熱利用（発酵槽加温、施設

暖房、ロードヒーティング） 

発電（場内利用のみ） 

熱利用（発酵槽加温、冷暖

房、ロードヒーティング） 

発酵残渣 

処理方法 
堆肥化 堆肥化 堆肥化 

排水処理方法 処理後、下水道放流 処理後、河川放流 処理後、下水道放流 
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【対応⑤】全国のメタンガス化施設の稼働状況について 

（詳細マニュアル p.135-136） 

・全国のメタンガス化施設の稼働状況として、下記の条件に合致する施設を抽出（45

施設）し、一覧表として整理 

 整理にあたっての条件 

 生ごみ（家庭系・事業系）、食品系廃棄物を受け入れ対象としているバイオガス化施

設を抽出。※畜産系のみ、下水等の汚泥のみを対象とした施設は含まない。 

・対象バイオマス種と事業方式は、該当する事業者に対して、電話ヒアリングにより整

理した。 

 

 

メタンガス化施設の稼働状況（調査結果から、45施設を抽出） 

注）第 5章の WEBコンテンツ掲載用として作成した図面である 

  

メタンガス化施設稼動状況

0施設

1施設

2施設

4施設

5施設

9施設
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表-1-① バイオガス化施設の稼動状況 

 
 

凡例：対象バイオマスの対象物は、一般廃棄物の生ごみ（家庭系・事業系）は○の有無で示し、 

生ごみ以外の対象物はその他欄に記載  

家庭系
生ごみ

事業系
生ごみ

その他

1 北海道 生ごみバイオガス化施設
北空知衛生センター組合
（ごみ：深川市、妹背牛町、秩父
別町、北竜町、沼田町）

北海道深川市一已町字一
已1863番地

H15.4 16 ○ ○ 湿式高温 公設公営方式

2 北海道 クリーンプラザ「くるくる」
砂川地区保健衛生組合
（砂川市、歌志内市、上砂川
町、奈井江町、浦臼町）

北海道砂川市西8条北22丁
目127番地6

H15.4 22 ○ ○ 湿式高温 公設公営方式

3 北海道 西天北クリーンセンター
西天北五町衛生施設組合
（天塩町・豊富町・遠別町・中川
町・幌延町）

北海道天塩郡幌延町字幌
延884

H15.4 5 ○ ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式高温 公設公営方式

4 北海道
中空知衛生施設組合
リサイクリーン

中空知衛生施設組合
（滝川市、芦別市、赤平市、新
十津川町、雨竜町）

北海道滝川市東滝川760番
地1

H15.8 55 ○ ○ 湿式中温 公設公営方式

5 北海道 千歳市バイオガスプラント ４社共同
北海道千歳市根志越2497-
1

H18.4 0.4 ○ 家畜糞尿 湿式中温 民設民営方式

6 北海道 北広島下水処理センター 北広島市
北海道北広島市富ヶ岡
916-2

H23 17 ○ ○ し尿・浄化槽汚泥等 下水汚泥 湿式中温
公設公営方式

（国土交通省・環境省
連携補助事業）

7 北海道
稚内市
バイオエネルギーセンター

稚内市
北海道稚内市新光町1789
番地

H24.4
20

(最大34)
○ ○

下水汚泥
水産汚泥（今後一部
投入予定）
廃棄乳

湿式中温
PFI事業

（BTO方式）

8 北海道 恵庭市生ごみ・し尿処理場 恵庭市
北海道恵庭市中島松460番
地1

H24.9 18 ○ ○ し尿・浄化槽汚泥 下水汚泥 湿式中温 公設公営方式

9 北海道 札幌飼料化センター発電所 三造有機リサイクル株式会社
北海道札幌市東区中沼町
45-53

H26.3 50 ○ 湿式中温 民設民営方式

10 岩手県
くずまき高原牧場バイオガスプラ
ント

くずまき高原牧場
岩手県岩手郡葛巻町40-
57-176

H15.6 14 ○ ○

食品廃棄物（一般家
庭1,000世帯の生ご
みや葛巻病院、給
食センターの残渣）

家畜糞尿 湿式中温
公設民営方式

（DBO）

11 岩手県 バイオマスパワーしずくいし
(株)バイオマスパワー
しずくいし

岩手県岩手郡雫石町中黒
沢川17番地７他

H18.4 51.95 ○
家畜糞尿
動植物性残渣・汚泥

湿式中温 民設民営方式

12 宮城県
白石市生ごみ資源化事業所（シ
リウス）

白石市
宮城県白石市福岡長袋字
天王6-25

H15.4 3 ○ ○ 湿式中温 公設公営方式 H27.7休止

13 宮城県 六の国汚泥再生処理センター

大崎地域広域行政事務組合
大崎広域西部事業所
（大崎市・色麻町・加美町・涌谷
町・美里町）

宮城県加美郡加美町新川
原92

H15.4 1.1 ○

し尿・浄化槽汚泥
食品廃棄物（給食セ
ンターや企業の社員
食堂の残渣）

乾式中温 公設公営方式

14 宮城県 JNEXバイオプラント (株)ジェイネックス
宮城県仙台市泉区明通2丁
目80

H23 160 ○

食品廃棄物（飲食店
やスーパー、コンビ
ニから出る食品残
渣）
汚泥

動植物性残渣・汚
泥・動物の糞尿・廃
油

湿式中温 民設民営方式

15 宮城県 南三陸BIO アミタ株式会社
宮城県本吉郡南三陸町志
津川字下保呂毛14番地1

H27.10 10.5 ○
△

（現在は対
象外）

余剰汚泥
（し尿・合併浄化槽
汚泥）

湿式中温 民設民営方式

16 茨城県
神立資源リサイクルセンター
バイオプラント

日立セメント(株) 茨城県土浦市東中貫町6-8 H24.6 135.9 ○ ○
加工食品廃棄物
（固体・液体）
製造残さ

湿式中温
PFI事業

（BTO方式）

17 栃木県
栃木県酪農試験場
バイオガスプラント

栃木県
栃木県那須塩原市千本松
298

H19.4 5.5 ○
家畜糞尿
廃棄乳

湿式中温 公設公営方式

18 千葉県 千葉バイオガスセンター JFEエンジニアリング（株）
千葉県千葉市中央区川崎
町1番地

H15.4 30 ○ ○

農産・水産・畜産加
工物残渣
動植物性残渣・汚
泥・廃油

湿式中温 民設民営方式

19 東京都 城南島食品リサイクル施設 バイオエナジー(株) 東京都大田区城南島3-4-4 H18.4 110 ○ 一般廃棄物：95％

産廃：5％
（パン屋や総菜屋か
ら出る製造過程の
食品残渣）

湿式中温 民設民営方式

20 新潟県 バイオマス変換施設
上越バイオマス循環事業協同
組合

新潟県上越市頸城区下三分
一1番地25

H12.4 48 ○ ○ 浄化槽汚泥 湿式高温 公設公営方式

21 新潟県 新潟市舞平清掃センター 新潟市
新潟県新潟市江南区平賀
161-1

H15 4.65 ○
し尿汚泥
給食残渣

湿式高温 公設公営方式

22 新潟県 阿賀町汚泥再生センター 阿賀町
新潟県東蒲原郡阿賀町西
374

H12.4 3.3 ○
農集汚泥
し尿・浄化槽汚泥

下水汚泥 湿式中温 公設公営方式

23 新潟県
瀬波バイオマスエネルギーセン
ター

株式会社開成
新潟県村上市瀬波温泉1-
1175

H24 4.9 ○
下水汚泥
食品残渣

乾式高温 民設民営方式

24 新潟県
長岡市生ごみバイオガス発電セ
ンター

(株)長岡バイオキューブ
新潟県長岡市寿3丁目6番1
号

H25.4 65 ○ ○ 湿式中温
PFI事業

（BTO方式）

25 富山県
富山グリーンフードリサイクル施
設

富山グリーンフード
リサイクル(株)

富山県富山市松浦町8-20 H15.4 40 ○ ○
農産・水産・畜産加
工物残渣

湿式高温 民設民営方式

所在地No 施設名 設置者 住所
稼動

開始年
処理能力

(t/日）

対象バイオマス

備考
一般廃棄物

産業廃棄物
処理方式 事業方式
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表-1-② バイオガス化施設の稼動状況 

 

 

凡例：対象バイオマスの対象物は、一般廃棄物の生ごみ（家庭系・事業系）は○の有無で示し、 

生ごみ以外の対象物はその他欄に記載 

 

【対応⑥】全国のメタンガス化施設の稼働状況について 

（詳細マニュアル p.148-153） 

・防府市の事例を追加 

・メタンガス化施設の導入検討を行っている京都市と鹿児島市の事例も作成・追加 

  

家庭系
生ごみ

事業系
生ごみ

その他

26 石川県
珠洲市バイオマスメタン発酵施
設

珠洲市 石川県珠洲市熊谷町 H19.8 51.5 ○
農集汚泥
し尿・浄化槽汚泥

下水汚泥 湿式中温 公設公営方式

27 長野県 浅麓汚泥再生処理センター
浅麓環境施設組合
（小諸市・佐久市(浅科地区)・軽
井沢町・御代田町）

長野県小諸市甲1845 H18.10 175 ○ ○ し尿・浄化槽汚泥
食品製造残渣（みな
し産廃）

湿式中温 公設公営方式

28 静岡県 天城放牧場バイオガスプラント  静岡県 静岡県伊豆市湯ヶ島892-2 H17.6 4.9
△

（現在は対
象外）

家畜糞尿 湿式中温 公設公営方式

29 愛知県 鴨田エコパーク
北名古屋衛生組合
（豊山町、師勝町、西春町）

愛知県北名古屋市九之坪
五反地80番地

H16.4 7.14 ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式中温 公設公営方式

30 愛知県 横根バイオガス発電施設 オオブユニティ（株）
愛知県大府市横根町惣作
236-1

H27.10 70 ○ ○
廃棄食品・廃飲料
（コンビニ・その他店
舗）

食品製造残渣
有機泥状物

湿式中温 民設民営方式

31 滋賀県
甲賀広域行政組合
衛生センター

甲賀広域行政組合
（湖南市,、甲賀市）

滋賀県甲賀市水口町水口
6458

H18.4 12.4 ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式中温 公設公営方式

32 京都府
カンポリサイクルプラザ(株)バイ
オリサイクル施設

カンポリサイクルプラザ(株)
京都府南丹市園部町高屋
西谷1番地

H16.4 50 ○ ○
剪定枝
汚泥

食品加工残渣 乾式高温 民設民営方式

33 京都府
京丹後市エコエネルギーセン
ター

京丹後市
京都府京丹後市弥栄町船
木301-1

H17 24 ○ 一般廃棄物：2％
産廃：98％
食品廃棄物

湿式高温 公設公営方式

34 兵庫県 食品廃棄物処理施設 生活共同組合コープこうべ
兵庫県神戸市東灘区向洋
町西2-1

H15.12 3.9 ○ 排水汚泥
食品加工残渣
（パン、豆腐、麺類、
こんにゃく）

湿式中温 民設民営方式

35 兵庫県
南但ごみ処理施設
（南但クリーンセンター）

南但広域行政事務組合
（養父市、朝来市）

兵庫県朝来市和田山町高
田817-1

H25.9 36 ○ ○ 可燃ごみ（紙類） 乾式高温 公設公営方式

36 奈良県 奈良市衛生浄化センター 奈良市
奈良県奈良市大安寺西2-
281

H15.4 9.4 ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式中温 公設公営方式

37 岡山県
岡山県畜産バイオマス
利活用実証展示施設

岡山県
岡山県久米郡美咲町北
2272

H17.4 2.7 ○
家畜糞尿
試験資材

湿式中温 公設公営方式

38 山口県 防府市クリーンセンター
防府市
グリーンパーク防府

山口県防府市大字新田364
番地

H26.4 51.5 ○ ○
可燃ごみ
し尿

下水汚泥 乾式高温
公設民営方式

（DBO）

39 香川県 メタン発酵施設 (株)ちよだ製作所
香川県高松市香南町西庄
941番地5

H20 6 ○ 食物残渣 湿式中温 民設民営方式

40 福岡県 おおき循環センター 大木町
福岡県三潴郡大木町大字
横溝1331-1

H18.10 41.4 ○ ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式中温 公設公営方式

41 佐賀県 メタン発酵施設
（有）鳥栖環境開発綜合
センター

佐賀県鳥栖市轟木町929-2 H17.5 9 ○ 食品加工物残渣 湿式中温 民設民営方式

42 長崎県 新上五島町クリーンセンター 新上五島町
長崎県南松浦郡新上五島
町鯛ノ浦郷5-170

H14.4 0.1 ○ し尿汚泥 湿式中温 公設公営方式

43 熊本県 山鹿市バイオマスセンター 山鹿市
熊本県山鹿市鹿本町高橋
690

H17.10 67.8 ○ ○ 集排汚泥 家畜糞尿 湿式中温 公設公営方式

44 大分県
日田市バイオマス資源化セン
ター

日田市 大分県日田市清水町1906 H18.4 80 ○ ○ 集排汚泥

焼酎カス
家畜糞尿
農産・水産加工物残
渣

湿式中温 公設公営方式

45 宮崎県 串間エコクリーンセンター 串間市
宮崎県串間市大字南方
1118

H14.3 2.6 ○ し尿・浄化槽汚泥 湿式中温 公設公営方式

所在地No 施設名 設置者 住所
稼動

開始年
処理能力

(t/日）

対象バイオマス

備考
一般廃棄物

産業廃棄物
処理方式 事業方式
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先行導入事例その６：防府市の取組み
ごみ投入量（人口）

ごみ収集区分

既存のごみ処理方式

都市タイプ

約99t/日 （11.8万人）
（可燃ごみ搬入量）

地方中心都市タイプ

可燃ごみ

焼却処理

採用したメタンガス化システム

乾式メタンコンバインドシステム
・処理能力は、51.5t/日
・平成26年度の可燃ごみ処理量（搬入量）は、36,070t/y
・平成26年度の熱回収施設の発電量は、17,543MWh/y

（発電効率 21.5％） 送電量は、11,911MWh/y
・ごみ収集区分はそのままでOK
・前処理として、機械選別等を導入
・バイオガス燃焼式熱風発生炉及び独立過熱器により4ＭＰa×365℃
のボイラー蒸気を4ＭＰa×415℃に昇温

・主灰・飛灰の全量をセメント原料化

○環境性の向上（コンバインド式と全量焼却の比較）
（全量焼却に比べて） 推定効果
焼却処理量・・・・ ・ ・ ・ ・ 9.3％低下
発電端効率・・・・ ・ ・ ・ ・ 2.4ポイント向上
年間発電量・・・・ ・ ・ ・ ・ 12.6％増加
CO2排出削減量・・ ・ ・ ・ ・ 1,839t-CO2/年削減

○コスト
建設費 10,974,989千円（うち、国庫補助金4,502,425千円）

(循環型社会形成推進交付金 交付率1/2、リサイクル施設は1/3)

運営委託費 10,100,000千円(505,000千円×20年(税抜き))

コスト削減効果・環境負荷削減効果

（出所）防府市提供資料
（出所）防府市クリーンセンター整備・運営事業の概要（平成26年8月）

2

取組みの道のり

◆先行導入事例その６：防府市の取組み

平成18年11月

防府市ごみ処理基本

計画の改訂

（廃棄物処理施設の

整備方針を決定）

平成19年度

類似施設の建設費・運営

費よりVFM算出（運営期間

20年、コンバインド式）

⇒最もVFM率の高いDBO方

式を事業手法として選定

平成23年9月：建設工事着工

平成24年度：防府市ごみ処理基本計画の改訂

（新施設の稼動に併せ、分別区分を10種類から19

種類に拡大）

平成26年3月：防府クリーンセンター 竣工

平成26年4月 供用開始

【取組概要】
現在稼働している防府市クリーンセンターは、熱回収設備（焼却設備）、
バイオマス設備（乾式メタン発酵設備）、リサイクルセンターからなる。
平成26年3月に竣工された。
焼却設備の処理能力は75t/日（2系列）、乾式メタン発酵設備の処理能力
は51.5t/日である。家庭から発生する可燃ごみを処理している。機械選別
を用いており、乾式メタン発酵設備に送られるものと、熱回収設備に送ら
れるものが分別されている。
乾式メタン発酵設備で発生するガスを用いて、独立過熱器でバイオガスを
燃焼させ、４MPa×365℃のボイラー蒸気を４MPa×415℃に昇温させ、発
電を行っている。
余剰電力はFITを用いて売電している。

【取組のポイント】
○施設の特徴
①ごみ焼却・バイオガス化の複合施設（コンバインド方式）を採用
②施設リサイクルの推進（焼却灰の全量原料化他）
③環境教育・啓発事業（施設見学の受入・紙すき体験の実施・犀利用品の無償提供）
④PFI事業（DBO方式）による施設整備と運営業務委託（２０年間）

○ごみ焼却・バイオガス化複合施設の導入理由
①環境製の評価（環境負荷の低減に資する「環境にやさしいごみ処理」を目指す）
②複合処理の実用性の確認（「京都実証」に参加したメーカーに技術提案の実施）
③循環型社会形成推進交付金の充実強化（高効率原燃料回収施設の交付率の引上げ）
④財政負担の比較（複合処理方式と全量焼却方式の建設費・運営費の比較）

平成14年度

防府市行政改革推進計画

（焼却業務及び破砕処理業務

については、民間委託を積極

的に検討する方針を決定

平成19年3月

循環型社会形成推進

地域計画の策定

平成18年度

・ VFMシミュレー

ションより、PFIにメ

リットがあると評価

・プラントメーカー

の技術提案の実施

PFIアドバイザリー業務（平成19～21年度）

平成19年12月 整備運営事業実施方針の公表

（事業手法：DBO方式、バイオガス化施設の導入）

平成21年7月 整備運営事業の募集要項の公表

平成21年9月 最終公募条件の提示（要求水準書等）

平成22年2月 優先交渉者の決定

（３月基本契約、４月運営業務委託契約、6月建設工事請負契約を締結）

平成22年8月 地元説明会（工事の概要、施設の配置計画等について）

平成23年7月 地元説明会（工事の概要、環境対策等について）

生活環境影響調査（ミニ・アセスメント）

平成19年～20年度 現況把握（大気室、騒音、振動、悪臭 ４シーズン）

平成21年度 影響分析（生活環境影響調査書の作成）

平成22年度 生活環境影響調査書の縦覧

都市計画ごみ焼却場の変更告示
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経緯：

・既設の焼却施設の更新に当たっては，徹底してごみの減量化を図った上で、それでも残ったご
みは、ごみ発電とバイオガス化を併用することにより、ごみの持つエネルギー回収の最大化と温
室効果ガス の削減を目指すものである。

・平成3１年度以降に実施する「基幹改良事業」の中で、焼却処理施設の設備改修とバイオガス
化システムの新設が可能かどうかの検討を行う。

システム概要：

・既設の焼却施設の更新(500t/日)とバイオガス化施設(60t/日）の新設を同時に実施

・「基幹改良事業」を実施する施設については，焼却施設700t/日(350t/日×2炉)、バイオガス
化システムの処理規模は50t/日(25t/日×2槽)を想定

・ごみ収集区分は現在のまま、可燃ごみ収集

・施設は機械選別、乾式メタン発酵

・残渣は全量を焼却

基本事項

計画中事例その１ 京都市

建設中のバイオガス化システムフロー
（乾式メタンコンバインドシステム）

ごみ発生量 46万t/年 26年度末

人口 147万人

都市タイプ 大都市

ごみ収集区分 可燃ごみ

既存の方式 焼却処理

ごみピット 選別装置 売電

ごみピット事業系
一廃

家庭系
一廃

売電

発酵適合物
発生ガス

選別残渣
発酵残渣

焼却残渣

－メタン発酵施設－

－焼却施設－

メタン発酵槽

ストーカ炉

発電機

発電機

現状及び今後の予定：
・現在更新中の南部クリーンセンター第2工場でバイオガス化施設等を建設しており、平成31年

度に竣工予定である。バイオガス化施設については，本施設の運転状況を確認しながら、他施

設への展開を検討していく。

・東北部クリーンセンターについては、敷地が狭いこと、市街化調整区域であること、周辺地元

との協議が整っていないこと等からコンパクトな施設の技術開発や法規制に関する整理が必要

稼働
予定

エネルギー利用：

・発生するメタンガスは発電を実施し、FITを用いて売電

⇒ 約9,000m3/日のバイオガスを回収し、最大1,000kWを発電

・焼却施設では発電を実施し、FITを用いて売電

⇒ 発電効率20％の高効率ごみ発電設備により最大14,000kＷを発電
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経緯：
・バイオマス資源の有効活用を図るために、

平成23年度：バイオガス化施設整備の導入可能性調査を実施（事業化検討）

・平成24年度：【当初計画】バイオガス施設整備基本計画 （バイオガス施設⇒単独施設として新設）

・平成26年度：【変更計画】「新南部清掃工場（ごみ焼却施設・バイオガス施設）整備基本計画」

（ごみ焼却施設及びバイオガス施設を一体の施設として整備）

・平成27年度：各種調査（地盤調査・測量調査、生活環境影響調査・事業手法選定調査、基本設計）

システム概要：
・焼却施設（平成6年稼働）の更新に合わせ、バイオガス施設を一体整備（コンバインドシステム）

・対象バイオマスは生ごみ・紙ごみ（事業系ごみ・家庭系ごみ）＋脱水汚泥（し尿）

・処理規模は、ごみ焼却施設 約220t/日，バイオガス施設 約60t/日

・ごみ収集区分は現在のまま、可燃ごみ収集・施設は機械選別、乾式メタン発酵

・残渣は全量を焼却

基本事項：

計画中事例その２ 鹿児島市

ごみ発生量 22.3万t/年

人口 60万人

都市タイプ 地方中心都市

ごみ収集区分 可燃ごみ

既存の方式 焼却処理

計画中の全体処理フロー（乾式メタンコンバインドシステム）

家庭系・
事業系
一廃

脱水汚泥
(し尿)

ごみピット

選別装置 メタン発酵槽

ストーカ炉 売電

ガス売却

生ごみ

紙ごみ

選別残渣 発酵残渣

発酵適合物

焼却残渣

－バイオガス化施設－

－焼却施設－

発生ガス

現状及び今後の予定：
・施設整備に向けた事業進捗は順調

・平成28～29年度にかけて、要求水準書等作成、事業者選定及び工事発注を実施

・平成29年度から平成32年度に整備工事を実施

・施設稼働時期は平成33年度を予定

エネルギー利用計画：
・バイオガス精製（都市ガス事業者売却）とバイオガス発電を比較

⇒ バイオガス精製（都市ガス事業者売却）を採用

〔理由〕

①ガスの変換効率や温室効果ガス排出量削減効果、市民への啓発効果が高い

②エネルギーの地産地消に大きく貢献する など

・都市ガス事業者が近接していることから、都市ガス原料として、売却予定

・ごみ焼却施設では発電を実施し、FITを用いて売電

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

施設基本計画策定

施設基本設計

事業手法選定調査

生活環境影響調査

用地測量

地盤調査

事業者選定・工事発注

整備工事
稼働
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2)他のマニュアルとの整合性（目的、用語等）に関する精査 

環境省等から出されている他のマニュアル（メタンガス化施設整備マニュアル、エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル）との整合性を図りつつ、マニュアルの利

用者の目的に応じた記述や内容となっているかという観点から、修正すべき箇所の洗い

出しを行い、必要に応じて修正・追加を行う。 

他のマニュアルとの整合性の観点からのマニュアルへの反映結果は、表 4.2-6 に示す

とおりである。 

 

表 4.2-6 法制度や他のマニュアルとの整合性に基づくマニュアルへの反映結果 

項目 修正・更新すべき箇所 マニュアルへの反映 

全体 
マニュアル全体で使用する用語の統

一（バイオガス化）についての検討 

詳細マニュアル全般 

 バイオガス化の文言について、すべて

メタンガス化に統一する。 

※環境省で発刊している各種マニュア

ルにおいて、用語としてメタンガス化が

広く使用されているため。 

はじめに 

1.1 

メタンガス化施設整備マニュアルの

目的（ねらい）との整合性を確認 

 

詳細マニュアル p.3【対応①参照】 

 第 7章で検討しているメタンガス化

施設整備マニュアル（案）の目的との

違いを明確にするため、1.1の本マニ

ュアルの目的を修正。 

1.4 

今後の他マニュアルとの整合を考慮

して、コンバインド（ハイブリッド）

システム」の用語の代替案について

検討 

詳細マニュアル p.12【対応②参照】 

 メタンガス化施設に焼却施設を併設

することから、「メタンガス化＋焼却

方式」とし、用語解説の中で、「コン

バインド（ハイブリッド）システム（方

式）」とも言われている旨を、記述す

る。 

 検討委員からの指摘を受け、TS（固形

物量）、VS（有機物濃度）、VS/TS（有

機物比率）、VS分解率の用語解説を修

正した。 

注）表中の頁番号・図表番号は、資料編「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」と対応 
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【対応①】メタンガス化施設整備マニュアルとの整合について 

（詳細マニュアル p.3） 

・第 7 章で検討しているメタンガス化施設整備マニュアル（案）の目的との違いを明確

にするため、1.1 の本マニュアルの目的を修正。 

 

●修正前 

 本マニュアルは廃棄物系バイオマス利活用において、主としてバイオガス化（メタン

化）を中心とした廃棄物処理・資源化施設としての整備を前提に、地方自治体の廃棄物

処理・資源化担当者が対象とする廃棄物系バイオマスを選定し、その効率的な施設整備

を計画立案できることを目的とする。 

●修正後 

 本マニュアルは廃棄物系バイオマス利活用において、主としてメタンガス化（バイオ

ガス化）を行うための廃棄物処理・資源化施設（メタンガス化施設）の整備構想を立案

するための基本的な情報を提供することを目的とする。 

 

【対応②】用語解説について 

（詳細マニュアル p.12） 

・メタンガス化施設に焼却施設を併設することから、「メタンガス化＋焼却方式」とし、 

“「コンバインド（ハイブリッド）システム（方式）」ともいう”ことがわかるように、

用語解説の中に記述。 

・検討委員からの指摘を受け、TS（固形物量）、VS（有機物濃度）、VS/TS（有機物比

率）、VS 分解率の用語解説を修正。 

用 語 説 明 

メタンガス化施設 生ごみ等をメタン発酵させバイオガスを得るための施設 

「メタンガス化＋焼

却方式」 

メタンガス化施設に、メタン発酵により得られるバイオガス並びに発酵残渣

を脱水することにより得られる脱水汚泥及び脱水ろ液を再利用又は処分する

ためのごみ焼却施設を併設する方式。（「コンバインド（システム）方式」、

「ハイブリッド（システム）方式」ともいう。） 

TS 

（固形物量） 

廃棄物系バイオマス中の固形物量をいう。TS と表現するとき、固形物の割合

を表す場合がある。含水率を W（％）とするとき、TS（％） = 100 － W（％）

である。 

VS 

（有機物濃度） 
廃棄物系バイオマス中の有機物量のことで、強熱減量とも言われる。 

VS／TS 

（有機物比率） 
固形物中の有機物の割合を示す。 

VS 分解率 
有機物のうち、メタンガスに分解する有機物の割合を示し、バイオマスの種

類によって異なる値を示す。 
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4.3 先行導入市町村等からの意見収集 

4.3.1 検討方針 

(1)検討のねらい 

 先行導入市町村等の担当者から、事業化検討から施設稼動までの各段階における経験

を踏まえた留意事項等として、計画検討時点での苦労した点、住民説明、庁内調整など

で工夫した点や課題の解決方法等について、また、詳細マニュアルに関する内容として、

マニュアル全体のわかりやすさや追加すべき情報及びマニュアルの記載内容について

ヒアリング調査を行った。 

 

(2)先行導入市町村等の選定理由 

 先行導入市町村等の選定にあたっては、環境省の交付金等を利用して導入した市町村

等、及び導入へ向けた検討を実施中の市町村等から、表 4.3-1 に示した 7 自治体等を選

定した。 

 

表 4.3-1 マニュアルに対する意見収集を行う対象市町村等 

 

 

(3)調査方法 

 調査方法は、選定した自治体の担当課に電話連絡を入れ、調査の趣旨を説明し、調査

日時を調整した。 

調整後、次頁に示す依頼文書（A4 版：両面 1 枚）と平成 26 年度作成の詳細マニュ

アル（案）（PDF 版）をメールにて発送し、ヒアリング調査実施前までに確認いただく

ように要請し、依頼文書に記載のヒアリングのポイントに基づき、調査を実施した。 

市町村等
人口規模

（人）
施設処理能力

（t/日）
処理実績

（t/日）
供用開始 処理方式 特徴等

中空知衛生施設組合 78,322 55.0 16 H15.8 湿式中温 ○広域での取組みが行われていること

（北海道滝川市） （H26実績） ○平成15年度から稼動しており、近く更新時期を迎えること

○長期の使用による計画時点との乖離状況を確認できること

○長期の使用による施設の問題点等を把握できること

新潟県長岡市 278,923 65.0 31 H25.7 湿式中温 ○平成25年度からの稼動であり、導入判定の検討資料等が残っていると考えられること

（H26実績） ○処理能力（発酵対象55t/日）が自治体導入の最大規模であること

○BTO方式で事業が行われていること

南但広域行政事務組合 57,840 36.0 - H25.4 乾式高温 ○広域での取り組みが行われていること

（兵庫県朝来市） ○平成25年度からの稼動であり、導入判定の検討資料等が残っていると考えられること

○可燃ごみ収集～機械選別～乾式メタン発酵であること

山口県防府市 118,110 51.5 - H26.4 乾式高温 ○平成26年度からの稼動であり、導入判定の検討資料等が残っていると考えられること

○可燃ごみ収集～機械選別～乾式メタン発酵であること

○DBO方式で事業が行われていること

京都府京都市 1,419,474 60.0 - H31 乾式高温 ○平成31年度からの稼動へ向け、検討が行われてきていること

（予定） （予定） ○検討内容とマニュアル内容の対比による意見が得られること

○将来的な三工場体制の一つであり、他の二工場での導入も検討されるであろうこと

鹿児島県鹿児島市 608,240 60.0 - H31 乾式高温 ○平成33年度からの稼動へ向け、検討が行われてきていること

（予定） （予定） ○検討内容とマニュアル内容の対比による意見が得られること

○バイオガス精製（都市ガス事業者売却）を採用していること

東京都町田市 426,648 50.0 - H32 乾式高温 ○平成32年度からの稼動へ向け、検討が行われてきていること

（予定） （予定） ○検討内容とマニュアル内容の対比による意見が得られること

○住民への情報発信を積極的に行っており、その視点からの意見も得られるであろうこと

※人口規模は、平成27年1月1日現在の住民基本台帳人口。

※処理実績等各種情報はホームページから得られた情報より整理。
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4.3.2 ヒアリング調査結果 

(1)ヒアリング調査実施状況 

 先行導入 7 市町村等のヒアリング調査の実施状況は、表 4.3-2 に示すとおりで、平成

27 年 11 月～12 月及び平成 28 年 2 月にかけて担当部署に訪問調査を行った。 

 

表 4.3-2 ヒアリング調査の実施状況 

先行導入自治体 調査月日 担当部署 

実
施
段
階 

1 新潟県長岡市 平成 27 年 11月 26日（木） 環境施設課 

2 山口県防府市 平成 27 年 11月 30日（月） 施設管理室 

3 北海道中空知衛生施設組合 平成 27 年 12月 2日（水） 事務局 

4 兵庫県南但広域行政事務組合 平成 27 年 12月 7日（月） 環境課 

検
討
段
階 

5 京都府京都市 平成 27 年 11月 12日（木） 施設建設課 

6 鹿児島県鹿児島市 平成 27 年 12月 24日（木） 南部清掃工場 

7 東京都町田市 平成 28 年 2月 5日（金） 循環型施設整備課 

 

(2)ヒアリング調査結果のまとめ 

1)事業化検討から施設稼動までの各段階における留意事項等の意見結果 

事業化検討段階から施設稼動段階までの各段階における留意事項等に関する意見を

整理した結果を表 4.3-3 に示す。 

メタンガス化施設導時の判断基準としては、市町村等のトップの判断（バイオマスの

利活用に関する方向性）、広域化計画との整合、市民の３R 意識、補助制度の活用、他

処理方式との比較（コスト、環境負荷等）が挙げられた。 

事業化検討段階の意見として、あまり苦労していないと回答された市町村等が多い。

また、処理方式の採用にあたっては、分別収集を前提に又は機械選別を前提に考えるべ

きとの意見があった。さらに、必要とする情報としては、他都市の事例や最新の技術等

が挙げられた。 

 事業化決定段階の意見として、維持管理はメーカーに委ねることが必要であることか

ら、自由度の高い提案がもらえるように最低限の仕様を定め、提案内容から市町村の意

向に合致したメーカーを決定したほうがよいとの意見があった。また、維持管理が容易

となるような工夫を求めることも必要との意見が得られた。 

施設稼動段階では、現段階で大きなトラブルはなく稼動していることを確認できたが、

維持管理は基本的にはメーカーに任せとなっている。  
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表 4.3-3 事業化検討から施設稼動までの各段階における留意事項等の意見結果 

検討

段階 
意見結果まとめ 

事
業
化
検
討
段
階 

◆導入の経緯 

・バイオマス利活用の推進に対する期待 

・「一般廃棄物処理基本計画」において、生ごみの資源化の推進及び生ごみバイオガス

化によるごみの資源化と有効活用の方向性を位置付けたこと 

・副市長のトップダウンによる判断 

・広域化計画に基づく検討 

・他の処理方式（RDF）との比較検討や補助制度の関係から決定 

◆苦労した内容及び解決方法など 

・住民や議会等からの反対が一部あるため、他都市の事例が有ると説明しやすい。 

・周辺に家屋がない、古くから処理施設が稼動しているなど、住民からの同意が得やす

い環境で、事業化検討段階で苦労したことほとんどない 

・地下水への影響を懸念する質問に対して、地下水の水質調査を実施・継続している。 

・臭気の問題等への対策についての質問に対して、漏洩しないような設備としているこ

とを説明した。 

・メタンガスによる爆発等を懸念する質問に対して、安全性に配慮した施設基準がある

ことを理解してもらうように丁寧な説明を行った。 

・メタンガス化施設の理解を得られるために、自然界で普通に起こっている生物反応で

あり、特殊なことを行う施設ではないことを十分に説明し、理解を得た。 

・分別収集を含めたバイオガス化を成功させるためには、市民の３R意識を高めること

が重要で、戸別収集の導入もセットで考えるべき。 

・市民負担や利用できるバイオマスの歩留まり等を考えると、「メタンガス化＋焼却方

式」の方がが優位であり、もっと推進していくべき。 

◆都道府県及び近隣市町村との連携 

・広域化計画に基づく連携 

・都道府県との連携はない。 

・地域住民から他市町村のごみの受入に対して理解が得られない。 

◆法制度や交付金・補助制度等 

・検討時点で、施設整備に有利な補助制度を活用 

・公的機関による技術認定制度の導入を要望 

◆事業化検討段階で必要とする情報 

・他都市の事例（京都市、長岡市） 

・比較検討する考え方（客観的かつ透明性があり、対外的な説明できる指標） 

・最新の処理技術、コスト等に関する情報 

・ガス・発酵残渣の利活用に関する情報 

・バイオガス化の運転方法（メンテナンス、耐用年数など）に関する情報 

・バイオガス化施設に対応できるメーカー情報 

・都市計画上の手続きに関する技術的助言 



126 

事
業
化
決
定
段
階 

・方式、資源化、処理・処分等の詳細な仕様まで絞り込むのは難しいので、一定水

準の仕様書の提示にとどめておくことが必要である 

・PFI事業の実施は、民間が持っているノウハウの活用や、想定外の事象が発生し

た場合に柔軟に対応できるなどのメリットが大きいと判断できる 

・メンテナンスが容易で、一部の部品交換など、長寿命化が可能な構造をメーカー

に働きかけることが望ましい 

・対象物を何にするかで、湿式や乾式は決定されるが、基本的にはコンバインド方

式を前提とするべきではないか 

・メタンガス化施設（特にガス利用）に関連する法律の枠組みがわかりづらい 

・施設の設備構成等の仕様によってコストが大きく変動するため、詳細な仕様まで

決定することは難しい 

施
設
稼
動
段
階 

・自治体が直営で施設を管理することは困難 

・施設稼動にあたってトラブルは起きていないが、メンテナンスしやすい設備構成

になっていない 

・民間のノウハウを十分に活用 

・当初、懸念された臭気については特に問題になっていない 

・機械選別では、当初想定していなかった砂の混入により、設備の摩耗や脱水に影

響が生じている⇒砂流入に対応できる機種に変更等で対処 

・使い捨てライターが大量に混入したことで選別施設が停止したものの 1～2日程

度で復旧できた⇒分別収集区分の変更 

・将来的に、発酵対象物が減少した際に産業廃棄物を投入可能となるように交付要

件を緩和して欲しい 
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2)廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（詳細版）に関して 

 廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（詳細版）を読んだ感想について確認した

ところ、マニュアル全体を通して、わかりやすく・丁寧に作成されているという好印象

を持っていただいており、利用もしやすいとの意見をいただいた。 

 また、先行導入市町村の担当者から詳細マニュアルに対する指摘事項を整理し、その

対応結果を表 4.3-4 に示す。 

 

表 4.3-4 事業化検討から施設稼動までの各段階における留意事項等の意見結果 

 指摘事項 マニュアルへの反映 

1 

他の社会インフラの連携として、農林

水産業との連携も必要不可欠なので、

p.17 の(1)社会インフラ施設の抽出の

項目として、農林水産業関連施設を追

加してはどうか。 

詳細マニュアル p.17 

・(1)社会インフラ施設の抽出の箇所に、 

●農林水産業関連施設（農地、畜産農

家、水産加工業等）を追記 

2 

公共施設等に送電とあるが、実際は

24hr 稼動している施設にしか供給でき

ないのではないか。候補としては、病

院、ホテル、銀行などが考えられる。 

詳細マニュアル p.21-22の最下行 

・「近隣の社会インフラ施設等（農業施設、

公共施設、病院、ホテル、銀行等）」に

修正 

3 

非常時に公共施設へ電力供給するとあ

るが、現状の電力網で非常時に送電可

能かどうかを確認しておく必要がある

のではないか（送電エリアが異なる場

合でも系統切り替えが可能かどうかな

ど）実際、災害が起きるとわかる場合

がある。 

詳細マニュアル p.22の末尾  

「災害時の計画において、送電エリアが

異なる場合でも系統切り替えが可能かど

うかなど、電力事業と協議するなど詳細

な検討が必要」と記述。 

4 

４．３の資源化物の需給バランスの検

討に関する考え方として、需給バラン

スを考慮するエリアの考え方をもう少

し整理してもらいたい。たとえば、地

元周辺では利用できないが、離れた地

域で利用できる場合も想定されるので

はないか。 

詳細マニュアル p.36【対応①】 

・表 3-10を修正し、さらに文章を追加。 

「また、気体燃料については、近年ヨ

ーロッパを中心にバイオガスを生成し

てバイオメタンとし、それを導管注入

したりボンベに詰めて販売することが

普及してきている。販売可能な気体燃

料にすることでその需要の範囲は電力

と同様に広域的な範囲まで拡大するこ

とができると考えられる。」 
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5 

表 5-1 の電力使用量、エネルギー使用

量の部分で、湿式のメンテナンスコス

トが低いと記述がある、設備全体で考

えた場合、水処理に係るエネルギー等

も考慮すると、必ずしも言えないので、

誤解を招く恐れがある。電力と水処理

の部分を分けた形での記述にしてもら

った方がよいのでは。 

詳細マニュアル p.59【対応②】 

・表 5-1 の電力使用量、エネルギー使用

量の囲み部分を加筆・修正した。 

乾式は、「選別機、発酵槽の駆動部の

電力消費が多くなる」。また湿式は「排

水処理量は乾式に比べて多いため、排

水処理にかかる電力が大きくなる可能

性がある。」 

6 

p.62 の表 5-3(2)のごみ組成について

は、受入れごみと選別ごみの組成の割

合が下がっている。数値の確認が必要

ではないか 

詳細マニュアル 

・昨年度報告書の表 5-3(2)は削除 

7 
p.62の表 5-3(2)は、調査方法が正しく

ないため、削除するべきである。 

8 

バイオマスの収集に関しては、基本的

には分別収集する方向に誘導すべき

で、根底には市民の３R の意識づけが必

要であること、また収集物の質を向上

させるためには、戸別収集とのセット

で考えることも必要ではないか。 

詳細マニュアル p.82【対応③】 

・分別収集への協力を促進する対策とし

て表 5-10に以下の記述を追加 

「戸別収集にすることで分別排出への

協力の状況が明確になり、協力を得や

すくなる」 

9 

１）メタン発酵投入物の選別設備 

分別収集が困難であると判断された場

合はとあるが、必ずしも分別収集あり

きではないので、記述を工夫する。 

詳細マニュアル p.83 

・１）メタン発酵投入物の選別設備の 1

行目を「分別収集以外の食品廃棄物の

収集方法としては、～」に修正 

10 

図 5-14は、発電効率だけを考慮して、

独立過熱器を利用しているのではな

く、メンテナンスコストの面が大きい

ので、その部分も記述してもらいたい。 

詳細マニュアル p.88 図 5-14の上側 

・「独立過熱器は腐食しにくいためコスト

低下につながる可能性があるとされて

いる。」を追加する。 

11 

バイオガスの利用用途の概要と特徴の

表中で、都市ガス原料の精製コストは、

低になっているが、検討した感覚だと、

高までではないが、中ぐらいではない

かと思う。 

詳細マニュアル p.89 

・表 5-16バイオガスの利用用途の概要と

特徴の表中の都市ガス原料の精製コス

トを低⇒中に変更した。 

12 

p.92 に記載のコジェネという言葉の使

い方に問題ないか。  

詳細マニュアル p.92 

・コージェネレーションと略さずに記述

する。 
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13 

p.107 の下から３行目の文章が理解し

にくいので、～だが・・・されないが、

（が、が 2回続くので） 

詳細マニュアル p.106  

・下から 3行目「DBOの場合、法人税は課

税対象だが固定資産税は課税されない

のに対して、PFIは両方課税される」に

変更する。 

14 

p.102 の表 5-29 の長岡市と防府市の記

述が逆になっている 

また、提案書提出は 1 年遅れになって

いるため、記述を変更して欲しい。 

提案書提出 H21.8 

優先交渉権 H22.2 

特定事業契約 H22.6 

設計・施工着手 H22.6 

供用開始 H26.4 

事業期間 20年間 

契約終了 H46.3 

詳細マニュアル p.108【対応④】 

・指摘のとおり、表 5-30を修正 

 

15 

ｐ.102 の表 5-29 の長岡と防府の部分

で、施設概要から事業スケジュールの

部分までの記述が逆になっているので

精査が必要 

16 
p.105の 1行目の長岡市 BOTとあるが、

BTOの誤り。 

詳細マニュアル p.111の 1行目 

・指摘のとおり BTOに修正 

17 

国・都道府県の役割として、廃棄物バ

イオマス利活用の検討に資する基礎的

データなどを市町村に提供することが

大事ではないか。 

詳細マニュアル p.123 

・都道府県の役割として、「廃棄物系バイ

オマス利活用検討に関する基礎的デー

タの提供や技術支援」を追記した。 

18 

p.125 のスケジュール表の一例とある

が、事業の流れがわかるような工夫が

必要ではないか。 

詳細マニュアル p.131 

・工程表に矢線を入れて、事業の流れが

わかるように修正した。 

19 

事業評価の観点から二酸化炭素排出削

減効果・エネルギー収支にについて、

バイオマスの種類（生ごみ、木質等）・

処理方式（堆肥、飼料化、バイオ等）

ごとに情報提供してほしい） 

詳細マニュアル p.138～153 

・先行導入自治体の事例から得られる情

報を提供する。 
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20 

あわせて、可能であれば、単位重量当

たりのライフサイクルコストについて

も、バイオマスの種類（生ごみ、木質

等）・処理方式（堆肥、飼料化、バイオ

等）ごとに情報提供してほしい。 

21 
事業化検討の評価シート（まとめ）が

あると、検討漏れがないように思うが。 

・事業性を評価するうえで、計算事例や

LCCに関するデータは有用ではあるが、

詳細マニュアルの目的は施設整備構想

を立案化するための情報提供であるこ

とから、施設整備計画策定時に必要と

なる具体的な数値情報やモデルケース

による検討方法例等は掲載せず、メタ

ンガス化施設整備マニュアルにて掲載

する方針とする。 

22 
導入検討のモデルケースがあると理解

しやすいのではないか。 

23 

LCCを比較する際に、対象とする項目、

対象としない項目について、可能であ

れば指針的なもの示して欲しい。 

 

【対応①】表 3-10 資源化物の需要量想定の範囲について 

（詳細マニュアル p.36） 

・表 3-10 を修正し、さらに文章を追加。 

「また、気体燃料については、近年ヨーロッパを中心にバイオガスを生成してバイオメ

タンとし、それを導管注入したりボンベに詰めて販売することが普及してきている。

販売可能な気体燃料にすることでその需要の範囲は電力と同様に広域的な範囲まで

拡大することができると考えられる。」 

 

表 3-10 資源化物の需要量想定の範囲 
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【対応②】メタンガス化処理方式の比較（湿式･乾式）について 

（詳細マニュアル p.59） 

・表 5-1 の電力使用量、エネルギー使用量の囲み部分を加筆・修正した。 

乾式は、「選別機、発酵槽の駆動部の電力消費が多くなる」。また湿式は「排水処理量

は乾式に比べて多いため、排水処理にかかる電力が大きくなる可能性がある。」 

表 5-1 メタンガス化処理方式の比較（湿式･乾式） 

 湿  式 乾  式 

中温（約 35℃） 高温（約 55℃） 高温（約 55℃） 

固形分濃度 6～10％ 6～10％ 25％～40％ 

発酵物 ・家畜糞および尿 

・下水汚泥、し尿処理汚泥 

・生ごみ 

 

・家畜糞および尿 

・下水汚泥、し尿処理汚泥 

・生ごみ 

・紙 

 

家畜糞 

・下水汚泥、し尿処理汚泥 

・生ごみ 

・紙、植物（剪定枝類） 

 

電力使用量 

エネルギー

使用量 

・発酵槽の機械などの駆動

部が少なく省電力でメンテ

ナンスコストが低い 

・加温のためのエネルギー

が少ない 

・排水処理量は乾式に比べ

て多いため、排水処理に

かかる電力が大きくなる可

能性がある。 

・発酵槽の機械などの駆動部

が少なく省電力でメンテナンス

コストが多い 

・加温のためのエネルギーが

多い 

・排水処理量は乾式に比べて

多いため、排水処理にかかる

電力が大きくなる可能性があ

る。 

 

・湿式に比べて選別機、発酵槽

駆動部の電力消費が多くなる。 

 

・加温のためのエネルギーが多

い 

 

増殖速度 

ガス発生量 

・増殖速度が高温に比べて

遅い。 

・増殖速度が速くガス発生量も

多い 

 

・増殖速度が速くガス発生量も多

い。 

 

発酵槽容量 

・メタン発酵日数が多くなる

ため、発酵槽容量は大きく

なる 

・増殖速度が速いため、発酵槽

容量は小さくてすむ。 

 

・横型発酵槽は比較的大きな要

領を必要とする。 

希釈水・ 

排水量 

・希釈水量が多い傾向にあ

り、排水量は多くなる。 

 

・希釈水量が多い傾向にあり、

排水量は多くなる。 

・希釈水量は少なく、排水量は少

なくなる。 

 

設置 

スペース 

・滞留時間が長いため、湿

式高温に比べて必要面積

は大きい。 

 

・滞留時間が短いため必要面

積は小さい。 

 

 

・横型の発酵槽では必要面積が

大きい。 

・縦型の発酵槽（DORANCO 等）

は横型に比べて設置面積を小

さくできる。 

ア ン モ ニ ア

阻害 

・アンモニア阻害に対する

安定性が高い。 

 

・アンモニア阻害に対する安定

性が問題。 

 

・アンモニア阻害に対する安定性

が問題。 

 

維持管理 

・メタン発酵菌の種類が多

く、維持管理が比較的容

易に行える。（原料の変動

に強い） 

・メタン発酵菌の種類が少ない

ため、維持管理に細心の注意

が必要となる。 

 

・メタン発酵菌の種類が少ないた

め、維持管理に細心の注意が

必要となる。 
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【対応③】分別収集の促進策について 

（詳細マニュアル p.82） 

・分別収集への協力を促進する対策として表 5-10 に以下の記述を追加 

「戸別収集にすることで分別排出への協力の状況が明確になり、協力を得やすくなる」 

表 5-11 分別排出に関する普及啓発方法 

 項目 内 容 

分 別 収

集の PR

（ 普 及 ・

啓発） 

地 域 の 特 徴

にあった PR 

 

年齢層、 

居住年数 

住居特性 

・年齢が若い世代の世帯に対する PR などの配慮（昼間は在宅率

が低い） 

・居住年数が短く、地域での交流が少ないと分別の協力が少ない

ことから、地域全体で取組む仕組みを確立 

・戸建住宅は保管場所があるが、集合住宅は保管するスペース

が少ないため、保管場所などの工夫を説明 

PR 実施方法 
説明会、 

施設見学会 

・説明会の開催、・食品廃棄物リサイクルに係る施設見学会 

・環境管理システムの取得奨励（事業所） 

PR 用の資料 

パンフレット 
・ごみ分別の品目の具体的な説明 

・図を用いたわかりやすい表現 

ビデオ、DVD 
・ごみ問題を解決する対策の説明 

・分別収集による資源化の効果の説明 

環 境 対

策 

屋内での 

臭気対策 

台所の臭気対策 

 

・保管場所（ベランダ、庭等） 

・保管用のふたつきバケツの配布 

・茶がらやコーヒー滓などを入れて消臭 

・消臭製品の活用 

収集ステーシ

ョンでの対策 

鳥獣被害 

（猫、カラス）対策 

・カラス等の被害を防止するためごみ集積場所にネットをかける 

・ごみ排出コンテナにより鳥獣の侵入を防ぐ 

ご み 収 集 車

での対策 

ごみ収集車の改

造（臭気対策） 

・テールゲート積み込み装置内部のホッパードラムの改良 

・回転、押し込みの各プレート先端の改良 

ご み 収

集方法 

収集場所 戸別収集 
・戸別収集にすることで分別排出への協力の状況が明確になり、

協力を得やすくなる 

ごみ 

収集容器 

 

素材 

・液漏れしないプラスチック袋 

・特殊強化プラスチック（破れにくい） 

・鳥獣被害の少ない袋（強度、色）またはバケツ 

形状、構造 ・ふた付きのバケツ、水きり装置のついたバケツ 

大きさ 
・紙ごみの収集のために大きな袋（60L など）を用意（乾式メタン発

酵の場合） 

ご み 収 集 回

数、時間帯 

収集回数 

・地域の生活スタイルにあった収集頻度 

（気温の高い地域では、臭気の問題から週 2 回以上の頻度を求

める） 

収集時間帯 ・鳥獣被害を防ぐため、夜の排出を禁止し、朝のみの排出とする 

経済的インセンティブ 

ごみの有料化 

（対象ごみを有料

化から除外） 

・分別収集の協力率を向上させるため、他の可燃物を有料化して

メタンガス化対象ごみを有料化からはずす、または収集料を安く

する。既に有料化している場合は減収となるので、それを考慮し

て計画する必要がある 

 

【対応④】分別収集の促進策について 

（詳細マニュアル p.82） 

・表 5-30 を下記のとおり修正 
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表 5-30 PPP 手法を用いたメタンガス化施設一覧表（生ごみ主体） 

事業名 
稚内市(仮称)生ごみ中間処理

施設整備・運営事業 

長岡市生ごみ 

バイオガス化事業 

防府市クリーンセンター 

整備・運営事業 

発注者 北海道稚内市 新潟県長岡市 山口県防府市 

事業概要 
・生ごみのエネルギー回収施

設の整備、維持管理、運営 

・生ごみを利用した生ごみメタ

ンガス化施設の建設、維持管

理、運営 

・可燃ごみ焼却処理施設、メタ

ンガス化施設、リサイクル施設

の整備、維持管理、運営 

・既存の焼却施設、破砕処理施

設の解体・撤去 

募集・選定方式 総合評価一般競争入札 総合評価一般競争入札 公募型プロポーザル 

事業方式 BTO BTO DBO 

予定価格 

（税込） 
3,349,265,850 円 5,619,862,500 円 

建設費：13,125,000,000 円 

運営費：13,335,000,000 円 

決定価格 

（税込） 

建設費：1,781,610,000 円 
4,701,690,350 円 

建設費：10,069,500,000 円 

運営費：1,443,661,000 円 運営費：10,605,000,000 円 

落札時 VFM 5.9% 31.2% 34.8% 

アドバイザー ㈱日本技術開発 パシフィックコンサルタンツ㈱ 
㈱日本総合研究所・復権調査

設計㈱・西村ときわ法律事務所 

施
設
概
要 

処理対象バイオマス

及び処理量 

市が搬入する生ごみ（4,202t/年）,

紙（511t/年）又は油類（29.2t/年）,

下水汚泥（2,090t/年）、市が許可す

る水産廃棄物等（500t/年) 

家庭系生ごみ、事業系生ごみ

合わせて 65t/日（発酵対象物

55t/日） 

 

可燃ごみ焼却（75t/日×2 基),

バイオガス化（可燃ごみ 34.4t/

日,汚泥 17.1t/日)、リサイクル施

設（23t/5h) 

敷地面積 建物用地面積：約 4,500m2 約 10,000m2 約 24,000m2 

バイオガス処理方式 
メタン発酵バイオガス化方式

（湿式） 

メタン発酵バイオガス化方式

（湿式） 

メタン発酵バイオガス化方式 

（乾式） 

メタン発酵処理能力 
メタン発酵槽 23t/日、 

受入設備 34t/日 
メタン発酵槽 2 基：55t/日 

25.75t/日×2 槽 

（350 日/年換算） 

バイオガス利用量 858,115Nm3/年 3,285,000Nm3/年 稼動後 1 年未満のため未記載 

発電量（発電効率） 1,230MWh/年（32%） 4,100MWh/年（31%） 独立過熱器による焼却発電 

圧縮天然ガス 
35,040Nm3/年 

（生ごみ収集車の燃料） 
なし なし 

発酵残渣（ろ液） 

希釈水、洗浄水として場内で再

利用及び排水処理後下水道放

流 

隣接下水処理場の処理水で希

釈後下水処理施設へ移送処理 

 

除外施設にて処理後、発酵槽

の希釈水として利用し、余剰分

は下水道放流 

発酵残渣（固形分） 堆肥利用 燃料化（ペレット）して販売 脱水後ごみと共に焼却 

その他 
PFI 国内発のメタン発酵施設整

備 PFI 事業 

PFI 国内 2 事例目のメタン発酵

施設整備 PFI 事業 

国内初のメタン発酵 DBO 事例

及びコンバインド方式（焼却施

設・バイオガス化複合施設） 

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型 

事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

実施方針の公表 H21.5 H21.7.28 H19.12 

特定事業の選定 H21.6 H22.2 H20.2 

募集要項の公表 H21.7 H22.4 H20.3 

提案書提出 H21.10 H22.9 H21.8 

優先交渉権者の決定 H21.12 H22.11 H22.2 

特定事業契約の締結 H22.3 H23.3 H22.6 

設計・施工着手 H22.4 H23.4 H22.6 

供用開始 H24.4 H25.7 H26.6 

事業期間 15 年間 15 年間 20 年 

契約終了 H39.3 H40.6 H46.3 

選定グループ 大林グループ JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎重工業グループ 

他応募者 

荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 

協和エクシオグループ 

JFE エンジニアリンググループ 

三井造船グループ、荏原、 

三菱化工機 

 

荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 

日立造船グループ 

 


